
　
　
は
じ
め
に

　

近
年
︑
近
世
武
家
社
会
の
奥
向
に
関
す
る
研
究
が
大
き
く
進
展
し
て
い
る
︒

一
九
九
〇
年
代
以
降
︑
史
料
の
発
見
・
再
発
見
が
進
み
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
概
念
の

導
入
と
い
う
方
法
論
的
な
深
化
も
あ
っ
て
様
々
な
実
証
的
な
成
果
が
積
み
重
ね

ら
れ
︑
そ
れ
を
も
と
に
奥
向
の
役
割
や
職
制
に
つ
い
て
総
合
的
に
捉
え
る
試
み

も
進
ん
で
い
る
︒
そ
の
中
で
福
田
千
鶴
は
︑
奥
向
を
ケ
︵
日
常
︶
の
空
間
と
再

定
義
し
︑
奥
向
の
中
に
当
主
の
日
常
の
空
間
︵
奥
向
表
方
︶
と
女
性
を
中
心
と

し
た
家
族
の
空
間
︵
奥
向
奥
方
︶
が
あ
る
と
位
置
づ
け
た︵

１
︶︒

福
田
の
視
角
は
男

性
役
人
も
含
め
た
奥
向
総
体
を
検
討
す
る
道
を
開
い
た
と
い
う
点
で
重
要
で
あ

る
︒
と
は
い
え
︑
奥
向
奥
方
に
限
っ
て
み
て
も
︑
い
ま
だ
研
究
す
べ
き
課
題
は

多
い
︒

　

柳
谷
慶
子
は
︑
近
世
武
家
社
会
に
お
け
る
奥
向
の
役
割
を
︑
第
一
に
世
継
ぎ

の
出
産
と
養
育
︑
第
二
に
他
家
と
の
儀
礼
贈
答
を
中
心
と
す
る
交
際
︑
第
三
に

法
事
の
執
行
と
い
う
三
点
に
ま
と
め
て
い
る︵

２
︶︒

こ
れ
ら
の
た
め
に
集
め
ら
れ
た

奥
女
中
の
職
制
や
職
務
内
容
に
つ
い
て
は
︑
統
括
役
の
老
女
を
中
心
に
事
務
と

管
理
に
携
わ
る
役
女
系
列
︑
主
人
の
身
の
ま
わ
り
の
世
話
を
し
側
妾
と
も
な
る

側
女
系
列
︑
下
働
き
の
下
女
系
列
に
大
別
さ
れ
る︵

３
︶︒

畑
尚
子
は
︑
家
ご
と
の
個

別
性
に
留
意
し
な
が
ら
も
︑
大
名
家
の
奥
女
中
の
職
制
を
︑
幕
府
女
中
の
職
制

を
規
範
と
し
た
Ａ
タ
イ
プ
︑
老
女
・
中
老
・
側
・
次
・
末
・
半
下
を
核
と
し
た

単
純
な
Ｂ
タ
イ
プ
に
分
け
︑
Ａ
Ｂ
の
差
異
を
江
戸
城
大
奥
と
の
親
疎
に
求
め

た︵
４
︶︒

福
田
千
鶴
は
こ
れ
を
発
展
さ
せ
︑
年
寄
︵
老
女
︶
の
役
割
分
掌
が
な
い
基

本
型
︑
年
寄
の
役
割
分
掌
が
進
み
表
使
を
置
く
役
女
分
掌
型
︑
上
﨟
を
最
高
位

に
置
く
公
家
風
の
江
戸
城
奥
向
女
中
型
の
三
類
型
に
分
け
て
い
る︵

５
︶︒

こ
れ
ら
は

現
在
の
研
究
の
到
達
点
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
︒

　

た
だ
し
︑
こ
れ
ら
先
行
研
究
は
︑
大
半
が
近
世
後
期
を
論
じ
た
も
の
で
あ
り
︑

老
女
制
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
る
点
に
問
題
を
残
し
て
い
る
︒
近
世
初
頭
︑

幕
藩
権
力
は
奥
向
︵
奥
向
奥
方
︶
の
特
殊
化
・
分
離
化
を
は
か
り
︑
そ
の
政
治

的
役
割
を
公
的
儀
礼
に
限
定
し
よ
う
と
し
た︵

６
︶︒

一
方
︑
大
名
家
に
と
っ
て
家
の

相
続
は
決
定
的
に
重
要
で
あ
り
︑
後
継
者
の
養
育
や
財
政
面
に
お
い
て
表
向
と

奥
向
は
有
機
的
に
結
び
つ
き
︑
一
つ
の
家
と
し
て
公
権
力
を
行
使
し
た︵

７
︶︒

近
世

後
期
の
様
相
は
︑
こ
の
二
つ
の
流
れ
が
せ
め
ぎ
合
う
中
で
成
立
し
た
も
の
と
い

　
　
　
近
世
前
・
中
期
萩
藩
毛
利
家
に
お
け
る
「
裏
」
の
構
造
と
老
女
制
の
成
立

　
　
　
　
　
　
　

�
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一



え
よ
う
︒

　

と
す
れ
ば
︑
次
の
課
題
は
そ
の
せ
め
ぎ
合
い
の
具
体
的
有
様
を
検
討
す
る
事

と
な
ろ
う
︒
近
年
︑
近
世
初
期
に
お
い
て
乳
母
が
養
君
成
人
後
表
局
と
な
り
︑

奥
向
に
勢
威
を
有
し
た
事
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る︵

８
︶︒

し
か
し
近
世
前
・
中
期
に

つ
い
て
は
︑
乳
母
の
影
響
力
の
低
下
は
指
摘
さ
れ
る
も
の
の
︑
そ
の
構
造
の
変

化
や
老
女
制
の
成
立
過
程
等
を
含
め
︑
ほ
と
ん
ど
何
も
分
か
っ
て
い
な
い
の
が

現
状
で
は
な
い
だ
ろ
う
か︵

９
︶︒

奥
向
の
中
心
の
︑
乳
母
か
ら
老
女
へ
の
転
換
は
︑

奥
向
そ
の
も
の
の
変
化
を
象
徴
す
る
も
の
と
い
え
︑
そ
の
経
緯
を
実
証
的
に
明

ら
か
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

　

本
稿
は
上
記
の
課
題
に
つ
い
て
︑
萩
藩
毛
利
家
の
﹁
裏︶

10
︵

﹂
を
事
例
と
し
て
検

討
を
加
え
る
︒
当
該
期
の
萩
藩
に
つ
い
て
は
︑
既
に
津
田
知
子
の
専
論
が
あ

る︶
11
︵

︒
先
駆
的
で
重
要
な
業
績
で
あ
る
が
︑
結
果
的
に
実
態
と
離
れ
た
結
論
を
導

き
出
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
特
に
問
題
と
な
る
の
は
︑
津
田
が
主

に
依
拠
す
る
﹁
無
給
帳︶

12
︵

﹂
の
信
頼
性
で
あ
る
︒
津
田
自
身
が
明
ら
か
に
し
た
よ

う
に
︑
特
に
十
七
世
紀
末
以
降
︑﹁
無
給
帳
﹂
の
女
中
の
記
載
は
ほ
ぼ
同
じ
内

容
が
書
き
継
が
れ
て
お
り
︑
明
ら
か
に
実
態
を
反
映
し
て
い
な
い
︒
こ
れ
に
つ

い
て
津
田
は
︑
女
中
名
ご
と
に
女
中
株
が
設
定
さ
れ
て
お
り
︑
女
中
名
が
同
様

で
も
実
際
の
人
格
が
入
れ
替
わ
っ
て
い
た
た
め
と
推
定
し
︑
そ
こ
か
ら
藩
が
女

中
の
グ
ル
ー
プ
を
管
理
で
き
な
く
な
っ
て
お
り
︑﹁
無
給
帳
﹂
に
記
載
が
な
く

な
る
元
文
期
以
降
︑
女
中
は
藩
の
管
理
の
及
ば
な
い
と
こ
ろ
で
独
自
に
集
団
を

な
し
て
存
在
し
て
い
た
と
結
論
づ
け
て
い
る
︒
し
か
し
︑
本
稿
で
詳
述
す
る
通

り
︑実
際
に
は
女
中
名
自
体
が
変
わ
っ
て
い
る
事
は
疑
い
な
く
︑た
だ﹁
無
給
帳
﹂

に
反
映
さ
れ
て
い
な
い
だ
け
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
奥
向
の
動
向
が
厳
秘
と
さ
れ

て
い
た
事
を
考
え
る
と
︑﹁
無
給
帳
﹂に
正
確
な
人
事
情
報
が
な
い
点
を
も
っ
て
︑

藩
全
体
と
し
て
女
中
を
管
理
で
き
て
い
な
か
っ
た
と
は
言
え
な
い
︒
こ
こ
か
ら

分
か
る
の
は
︑
裏
を
検
討
す
る
上
で
﹁
無
給
帳
﹂
の
記
載
は
不
十
分
で
あ
り
︑

特
に
情
報
の
更
新
性
と
い
う
点
で
問
題
が
あ
る
と
い
う
所
ま
で
で
あ
る
︒
津
田

の
結
論
は
︑
抜
本
的
に
再
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
︒

　

以
上
︑
本
稿
は
近
世
前
・
中
期
萩
藩
毛
利
家
の
裏
に
つ
い
て
︑
特
に
乳
母
か

ら
老
女
制
へ
の
転
換
を
中
心
に
可
能
な
限
り
明
ら
か
に
す
る
事
を
第
一
の
目
的

と
す
る
︒
そ
し
て
そ
れ
を
手
掛
か
り
に
︑
近
世
大
名
家
全
体
に
お
け
る
老
女
制

の
成
立
過
程
を
展
望
す
る
も
の
で
あ
る
︒
具
体
的
に
は
︑
第
一
章
で
毛
利
家
の

縁
組
に
関
す
る
特
徴
を
ま
と
め
︑
第
二
章
か
ら
第
四
章
に
か
け
て
︑
近
世
初
期

か
ら
十
八
世
紀
半
ば
に
お
け
る
毛
利
家
の
裏
の
構
造
お
よ
び
変
遷
を
段
階
的
に

追
っ
て
い
く
︒

　
　
第
一
章
　
近
世
前
・
中
期
に
お
け
る
萩
藩
毛
利
家
の
縁
組

　

本
稿
の
末
尾
に
附
し
た
表
１
~
15
は
十
七
世
紀
~
十
八
世
紀
半
ば
に
お
け
る

萩
藩
毛
利
家
正
室
・
娘
と
付
女
中
の
一
覧
で
あ
る
︒
主
に
冠
婚
葬
祭
の
諸
史
料

か
ら
女
中
の
職
制
・
人
数
が
末
端
ま
で
記
載
の
あ
る
も
の
を
抽
出
し
た
︒
た
だ

し
史
料
的
限
界
に
よ
り
︑
近
世
初
期
の
子
女
及
び
夭
逝
者
は
含
ん
で
い
な
い
︒

中
老
以
上
は
判
明
す
る
場
合
女
中
名
を
記
し
︑
記
載
が
あ
る
分
は
給
金
・
扶
持

米
を
加
え
た
︒
そ
の
他
の
諸
手
当
は
省
略
し
て
い
る
︒
な
お
︑
女
中
は
主
人
ご

二



と
に
わ
か
れ
て
仕
え
た
の
で
あ
り
︑
同
一
の
空
間
で
働
い
て
い
た
わ
け
で
は
な

い
︒
江
戸
に
お
い
て
は
︑
原
則
と
し
て
藩
主
・
正
室
に
未
婚
の
子
女
が
上
屋
敷

等
で
同
居
し
︑
隠
居
や
そ
の
正
室
は
中
屋
敷
等
に
移
る
︒
婚
姻
し
た
子
女
は
婚

家
の
江
戸
屋
敷
に
入
る︶

13
︵

︒

　

注
目
す
べ
き
は
︑
正
室
や
婚
姻
後
の
娘
の
入
用
を
萩
藩
が
全
額
負
担
し
た
事

で
あ
る
︒

︻
史
料
一
︼﹁
皆
姫
様
松
平
大
隅
守
様
江
御
婚
礼
一
件
記
録
﹂
四
六
吉
凶
二
〇
二

　
　

 

大︵
島
津
継
豊
︶

隅
守
様
江
御
婚
礼
以
後
御
裏
御
所
帯
此
御
方
ゟ
御
持
可
被
成
儀
ニ
て
無

之
︑
一
式
彼
御
方
ゟ
之
御
造
佐
ニ
可
被
仰
付
儀
故
︑
御
付
人
等
迄
当
分
之

儀
ニ
て
追
而
者
御
引
せ
被
成
儀
候
︑
唯
今
迄
此
御
方
御
裏
之
儀
茂
御
代
々

共
ニ
一
式
此
御
方
ゟ
被
成
御
持
︑
御
里
ゟ
之
被
進
物
等
之
儀
者
一
向
御
内

証
之
儀
ニ
て
御
続
方
之
方
江
者
入
不
申
候
︑
尤
此
御
方
ゟ
他
江
被
成
御
出

候
御
方
々
之
儀
︑
只
今
迄
者
い
つ
れ
茂
御
並
ゟ
も
御
小
身
ニ
て
候
故
︑
御

裏
一
式
此
御
方
ゟ
御
持
被
成
候
︑
是
ハ
右
之
通
御
小
身
之
ゆ
へ
ニ
て
候
得

者
︑
大
隅
守
様
ニ
て
ハ
一
向
此
御
方
御
裏
之
格
ニ
て
可
有
之
と
存
居
候

　

享
保
八
年
︵
一
七
二
三
︶︑
五
代
吉
元
娘
瑞
仙
院
と
薩
摩
藩
島
津
継
豊
と
の

縁
組
︵
表
14
︶
に
つ
き
︑
婚
礼
後
の
入
用
は
薩
摩
・
萩
両
藩
よ
り
四
千
俵
ず
つ

出
す
と
い
う
薩
摩
藩
の
提
案
に
対
し
て
萩
藩
の
主
張
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
︒

す
な
わ
ち
︑
萩
藩
正
室
の
入
用
は
代
々
萩
藩
が
全
て
負
担
し
て
い
る
と
し
︑
嫁

ぐ
娘
に
つ
い
て
は
︑こ
れ
ま
で
相
手
が
少
身
の
た
め
萩
藩
が
負
担
し
て
い
た
が
︑

瑞
仙
院
は
薩
摩
藩
が
持
つ
べ
き
で
︑
瑞
仙
院
付
萩
藩
士
も
い
ず
れ
は
薩
摩
藩
江

戸
屋
敷
よ
り
撤
収
す
る
つ
も
り
で
い
る
︑
と
す
る
︒
以
後
の
経
緯
は
省
略
す
る

が
︑
結
局
は
萩
藩
の
主
張
通
り
薩
摩
藩
が
全
額
負
担
す
る
も
の
と
な
っ
た
︒
こ

の
よ
う
に
︑
遅
く
と
も
十
七
世
紀
後
半
か
ら
十
八
世
紀
初
頭
以
降
︑
萩
藩
は
里

付
奥
家
老
を
送
り
返
し
て
正
室
の
入
用
を
全
額
負
担
す
る
一
方
︑
嫁
ぐ
娘
へ
は

瑞
仙
院
を
除
い
て
里
付
奥
家
老
を
置
き
︑
入
用
も
全
額
負
担
し
て
い
た︶

14
︵

︒

︻
史
料
二
︼﹁
法
林
院
御
忌
記
録
﹂
四
六
吉
凶
七
七

　
　
　
　
　

御
届
之
事

 

野
沢
・
磯
野
・
浦
路

　
　

 

右
老
女
中
ニ
被
召
仕
候
者
之
儀
ニ
御
座
候
間
御
届
剃
髪
被
仰
付
被
下
候
様

ニ
︑
尤
如
願
被
仰
付
候
ハ
ヽ
御
屋
敷
内
御
長
屋
端
ニ
被
差
置
被
下
候
様
︑

且
浦
路
儀
者
内︵

信
興
︑
棚
倉
藩
︶

藤
紀
伊
守
様
御
家
来
岡
助
右
衛
門
家
元
之
儀
ニ
候
へ
者
住

居
仕
度
段
願
出
候
事

 

須
磨
野

　
　

 

右
幼
少
ゟ
被
召
仕
御
中
老
相
勤
候
間
御
届
剃
髪
被
仰
付
被
下
候
様
奉
願

候
︑
尤
如
願
被
仰
付
候
ハ
ヽ
孰
成
と
も
御
屋
敷
内
御
長
屋
端
被
差
置
被
下

候
様
願
出
候
事

　

宝
暦
十
一
年
︵
一
七
六
一
︶
に
没
し
た
法
林
院
付
女
中
の
進
退
に
関
す
る
史

料
で
あ
る
︒
萩
藩
で
は
︑
主
人
没
後
に
摘
髪
・
剃
髪
す
る
事
を
﹁
御
届
﹂
と
称

し
た
︒
正
室
付
女
中
の
﹁
御
届
﹂
願
書
は
萩
藩
に
提
出
さ
れ
︑
以
後
の
扶
持
米

も
萩
藩
が
払
っ
た
︒
そ
し
て
家
族
等
が
い
な
い
場
合
︑
萩
藩
麻
布
下
屋
敷
内
の

長
屋
に
居
住
し
た
の
で
あ
る︶

15
︵

︒
一
方
︑瑞
仙
院
を
除
く
娘
付
女
中
も
︑後
掲
︻
史

料
九
・
十
︼
に
み
ら
れ
る
通
り
︑
萩
藩
が
﹁
御
届
﹂
を
審
査
し
て
扶
持
米
を
遣

わ
し
た︶

16
︵

︒
こ
の
よ
う
な
中
で
は
︑
正
室
付
女
中
の
職
制
は
萩
藩
の
家
風
に
従
う

三



も
の
と
な
り
︑
嫁
い
だ
娘
付
女
中
の
職
制
は
︑
萩
藩
の
そ
れ
を
持
ち
出
す
事
に

な
ろ
う︶

17
︵

︒
こ
の
点
に
留
意
し
て
︑
以
下
近
世
前
・
中
期
の
裏
の
動
向
を
具
体
的

に
論
じ
て
い
く
︒

　
　
第
二
章
　
毛
利
秀
就
室
龍
昌
院
と
松
坂

　

近
世
前
期
︑
萩
藩
毛
利
家
は
結
城
秀
康
か
ら
は
じ
ま
る
越
前
松
平
家
一
門
と

極
め
て
深
い
関
係
を
有
し
て
お
り
︑
初
代
秀
就
か
ら
六
代
宗
広
ま
で
︑
同
一
門

と
一
度
は
縁
組
を
結
ん
で
い
る︶

18
︵

︒
こ
れ
に
は
︑
初
代
秀
就
室
龍
昌
院
の
存
在
が

大
き
く
関
わ
っ
て
い
よ
う
︒
慶
長
五
年
︵
一
六
〇
〇
︶︑
関
ヶ
原
の
戦
い
に
よ

り
毛
利
家
は
防
長
二
国
に
減
封
さ
れ
︑
近
世
大
名
と
し
て
生
き
残
り
を
模
索
す

る
事
と
な
っ
た
︒
翌
々
年
に
は
毛
利
秀
就
と
結
城
秀
康
娘
と
の
縁
組
が
か
た
ま

り
︑
慶
長
十
三
年
七
月
十
七
日
︑
彼
女
は
秀
忠
養
女
と
し
て
毛
利
家
の
上
屋
敷

に
入
輿
し
た︶

19
︵

︒
当
該
期
の
毛
利
家
に
と
っ
て
︑
こ
の
婚
礼
の
意
義
は
計
り
知
れ

な
い
︒
毛
利
輝
元
は
秀
就
に
﹁
少
も
女
房
衆
な
と
の
気
に
不
相
儀
候
ハ
ヽ
即
上

之
御
耳
へ
も
入
候
事
ニ
而
候
条
︑
一
大
事
者
是
ニ
極
候
︑
只
の
も
の
︑
又
者
我

等
通
之
も
の
ゝ
裏
方
之
様
ニ
心
得
候
者
天
地
違
可
申
候
﹂
と
訓
戒
し
︑
龍
昌
院

を
﹁
内
心
者
御
主
同
前
﹂
に
接
す
る
よ
う
促
し
て
い
る︶

20
︵

︒
家
康
・
秀
忠
と
直
接

つ
な
が
る
龍
昌
院
は
別
格
の
存
在
で
あ
り
︑
明
暦
元
年
︵
一
六
五
五
︶
没
ま
で

江
戸
屋
敷
の
中
心
に
あ
っ
た
︒

　

婚
礼
段
階
の
職
制
︵
表
１
︶
を
み
る
と
︑
ト
ッ
プ
は
上
﨟
・
局
・
介
添
で
︑

つ
い
で
中
﨟
頭
が
く
る
が
︑
中
﨟
の
職
名
は
み
え
な
い
︒
若
女
房
・
小
姓
が
側

役
の
中
﨟
と
し
て
中
﨟
頭
の
支
配
に
属
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
局
に

つ
い
て
は
︑
輝
元
が
没
す
る
寛
永
二
年
以
前
に
没
し
た
よ
う
で
あ
る︶

21
︵

︒

　

一
方
︑
秀
就
に
も
表
局
︵
福
島
元
親
妻
︑
も
と
秀
就
乳
母
︶
が
い
た
が
︑
寛

永
十
九
年
︵
一
六
四
二
︶
九
月
三
十
日
に
没
し
た︶

22
︵

︒
両
局
が
没
す
る
な
か
︑
裏

の
中
心
と
な
っ
た
の
が
松
坂
で
あ
っ
た
︒
松
坂
は
︑
寛
永
十
一
年
頃
ま
で
に
は

龍
昌
院
付
女
中
の
ト
ッ
プ
と
し
て
龍
昌
院
と
表
向
と
の
取
次
を
行
い
︑
江
戸
城

大
奥
へ
の
女
使
も
勤
め
た︶

23
︵

︒
毛
利
家
で
は
︑
寛
永
十
九
年
七
月
に
体
系
的
な
奥

向
法
令
が
だ
さ
れ
︑
男
女
の
区
別
や
奥
の
出
入
が
厳
格
化
さ
れ
て
い
る︶

24
︵

︒
お
そ

ら
く
表
局
の
病
気
を
直
接
的
な
契
機
と
し
て
裏
の
あ
り
方
が
再
編
成
さ
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
が
︑そ
の
際
に
裏
で
出
入
を
監
督
し
た
の
も
松
坂
で
あ
っ
た
︒

︻
史
料
三
︼ ﹁
宍
道
主
殿
助
ほ
か
連
署
覚
︵
御
裏
向
法
度
︶﹂︵
遠
用
物
近
世
前
期

二
一
五
二
︶

　
　
︵
端
裏
書﹁
寛
永
十
九
年
の
制
度
遵
奉
事　

年
号
不
明︵
朱
印﹁
相
済
﹂︶70
﹂︶

　
　
　
　
　

覚

一
︑ 

御
裏
向
万
事
之
御
掟
御
法
度
之
次
第
寛
永
十
九
年
に
被
仰
出
候
御
ヶ
條
之

趣
弥
無
相
違
様
ニ
堅
被
仰
付
御
掟
を
相
守
候
様
ニ
下
々
迄
可
被
仰
渡
事

一
︑ 

只
今
ゟ
御︵

龍
昌
院
︶

裏
様
江
新
参
之
御
上
ら︵

﨟
︶う

衆
す
ゑ
〳
〵
ニ
至
迄
被
召
置
候
儀
堅

御
無
用
ニ
御
座
候
︑
御
逼
白︵

迫
︶ニ

付
而
被
仰
付
御
仕
置
ニ
候
侭
︑
此
中
被
召

置
候
御
上
ら
う
衆
下
々
に
至
迄
少
々
御
差
引
を
も
被
遊
候
や
う
に
御
座
有

度
事

一
︑ 

御
う︵

裏
︶ら

様
に
て
万
事
被
仰
付
時
に
お
ゐ
て
之
御
用
之
事
︑
只
今
之
分
ニ
い

つ
れ
に
て
も
申
次
第
ニ
相
調
候
へ
ハ
物
毎
つ
ま
り
不
申
大
分
之
御
造
作
ニ

四



成
申
候
事
お
ほ
く
御
座
有
へ
く
候
︑
松
坂
殿
御
下
と
し
て
御
上
ら
う
衆
二

三
人
程
︑
南︵

元
俊
︑奥
家
老
︶

方
宮
内
下
と
し
て
御
彼︵

被
︶官

衆
壱
人
被
仰
付
︑
御
用
之
申
付
手

ニ
被
成
御
定
︑
其
者
之
申
候
よ
り
外
ハ
何
事
も
不
相
調
候
や
う
に
被
仰
付

可
然
奉
存
候
事

　
　

 

︵
十
五
条
条
略
︶

一
︑ 

御
う
ら
様
よ
り
御
公
儀
向
其
外
へ
御
音
信
物
被
遣
候
事
︑
御
逼
白
之
内
ハ

能
々
差
引
被
遊
︑
御
音
信
候
ハ
て
も
不
苦
所
へ
は
御
無
用
ニ
被
成
候
や
う

に
御
座
有
度
御
事
ニ
候
︑
勿
論
右
之
御
音
信
物
之
儀
者
御
自
分
之
銀
子
を

以
被
仰
付
御
事
ニ
候
へ
共
︑
い
つ
れ
と
御
座
候
て
も
同
御
造
作
に
て
御
座

候
ま
ゝ
︑
只
今
よ
り
ハ
松
坂
殿
一
人
の
は
か
ら
ひ
次
第
ニ
被
仰
付
候
や
う

に
御
座
有
度
事

　
　

 

付
︑
御
家
中
之
者
へ
被
遣
候
御
音
信
物
或
呉
服
以
下
な
と
の
や
う
な
る
物

被
遣
候
事
一
円
御
無
用
ニ
被
成
可
然
奉
存
候
事

　
　

以
上

　
　
　

七
月
二
日 

完︵
元
兼
︑
当
役
︶

道
主
殿
助
︵
花
押
︶

 
 ︵

他
六
名
差
出
略
︶

　

本
史
料
は
寛
永
二
十
~
正
保
二
年
︵
一
六
四
三
~
四
五
︶︶

25
︵

の
江
戸
当
役
ほ
か

連
署
覚
書
で
︑
宛
先
は
な
い
も
の
の
藩
主
秀
就
へ
の
意
見
書
と
考
え
ら
れ
る
︒

本
覚
書
は
︑
こ
の
頃
か
ら
深
刻
化
し
て
き
た
財
政
難︶

26
︵

を
う
け
︑
裏
に
倹
約
を
求

め
る
事
に
主
要
な
目
的
が
あ
る
が
︑
寛
永
十
九
年
令
を
発
展
さ
せ
︑
裏
の
具
体

的
な
運
営
方
法
に
も
踏
み
込
ん
だ
点
で
注
目
さ
れ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
龍
昌
院
の

意
向
の
伝
達
を
︑
奥
家
老
南
方
元
俊
か
ら
﹁
御
用
之
申
付
手
﹂
の
被
官
︑
松
坂

か
ら
﹁
御
用
之
申
付
手
﹂
の
上
﨟
衆︶

27
︵

と
い
う
二
本
の
ル
ー
ト
に
簡
素
化
す
る
事

が
求
め
ら
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
松
坂
は
裏
の
贈
答
等
の
財
政
も
取
り
扱
う
事

と
さ
れ
た
︒
当
役
ほ
か
家
老
た
ち
は
︑
財
政
的
困
難
に
対
し
︑
松
坂
に
権
限
を

集
中
さ
せ
る
事
で
業
務
の
効
率
化
や
裏
の
倹
約
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ

る
︒

　

慶
安
四
年
︵
一
六
五
一
︶︑
秀
就
が
没
し
て
十
三
歳
の
千
代
熊
︵
綱
広
︶
が

継
ぐ
と
︑
幕
府
と
の
関
係
や
家
中
統
制
に
関
し
て
龍
昌
院
の
役
割
は
大
き
く

な
っ
て
い
っ
た
︒
そ
の
取
次
も
︑
松
坂
が
ほ
ぼ
一
手
に
引
き
受
け
て
い
る︶

28
︵

︒

　

十
七
世
紀
半
ば
に
は
︑
奥
女
中
の
相
続
に
つ
い
て
も
大
き
な
変
化
が
認
め
ら

れ
る
︒
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
近
世
初
期
の
毛
利
家
で
は
︑
秀
就
表

局
に
三
百
石
の
跡
目
相
続
が
許
可
さ
れ
た
の
を
始
め
︑
勤
功
あ
る
女
中
に
は
跡

目
相
続
が
許
さ
れ
て
い
た︶

29
︵

︒
た
だ
し
︑秀
就
没
後
の
慶
安
五
年
七
月
︑あ
や
︵
一

人
扶
持
︶・
さ
こ
︵
二
人
扶
持
︶・
乳
付
︵
一
石
八
斗
二
人
扶
持
︶・
さ
し
︵
銀

六
十
七
匁
三
人
扶
持
︶
に
跡
目
相
続
が
許
さ
れ
て
い
る︶

30
︵

よ
う
に
︑
こ
の
段
階
ま

で
の
跡
目
相
続
は
︑
特
別
な
女
中
へ
例
外
的
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
︑

最
下
層
の
女
中
に
ま
で
開
か
れ
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
事
は
︑
職

階
や
禄
の
上
昇
と
い
う
形
の
﹁
身
上
が
り︶

31
︵

﹂
ル
ー
ト
が
い
ま
だ
整
備
さ
れ
て
い

な
い
事
も
示
唆
す
る
︒
む
し
ろ
用
意
さ
れ
て
い
た
の
は
︑
低
禄
の
ま
ま
で
も
長

年
の
勤
務
に
よ
り
家
の
創
立
を
許
さ
れ
︑
家
内
部
で
尊
敬
と
老
後
の
安
泰
を
手

に
す
る
道
で
あ
っ
た
と
い
え
る
︒

　

た
だ
し
︑
女
中
あ
ち
や
に
つ
い
て
︑
承
応
四
年
︵
一
六
五
五
︶
用
状
に
﹁
お

あ
ち
や
跡
目
存
生
よ
り
木
原
惣
左
衛
門
せ
か
れ
ニ
被
遣
被
下
候
様
ニ
と
御
理
り

五



申
上
候
︑
然
共
女
房
衆
御
扶
持
之
儀
者
御
慈
悲
を
以
其
も
の
一
代
ハ
被
遣
候
︑

跡
目
養
子
之
儀
者
難
被
仰
付
と
の
事︶

32
︵

﹂
と
あ
り
︑
秀
就
没
直
後
を
お
そ
ら
く
最

後
と
し
て
︑
毛
利
家
は
女
中
の
跡
目
相
続
を
原
則
禁
止
と
す
る
方
針
に
転
換
し

た︶
33
︵

︒
こ
れ
は
延
宝
期
に
明
文
化
さ
れ
る
︒

︻
史
料
四
︼﹁
加
判
衆
連
署
条
々
写
﹂︵﹃
山
口
県
史
史
料
編　

近
世
２
﹄︶

　
　
　
　
　

条
々

　
　

 

︵
中
略
︶

一
︑ 

御
扶
持
被
遣
候
女
中
之
跡
職
前
々
ハ
御
断
之
品
ニ
よ
つ
て
被
立
遣
候
へ
共
︑

向
後
ハ
女
中
之
跡
職
御
理
申
出
候
共
被
立
遣
間
敷
之
旨
被
仰
出
候
︑
但
御

心
入
有
之
而
跡
職
被
立
遣
者
之
儀
ハ
各
別
之
事

　
　

付
︑
御
扶
持
被
遣
座
頭
之
跡
目
右
同
前
之
事

　
　

 

︵
中
略
︶

　
　

右
之
通
今
度
被
仰
出
候
間
︑
面
々
可
被
得
其
意
候
︑
以
上

　
　
　

巳︵

延

宝

五

年

︶

七
月
十
三
日 

福
︵
福
原
俊
次
︑当
役
︶

隠
岐

 

︵
他
四
名
差
出
略
︶

　

こ
れ
ま
で
女
中
の
跡
目
相
続
を
内
容
に
よ
っ
て
は
許
可
し
て
き
た
が
︑
以
後

は
原
則
認
め
な
い
と
す
る
︒
萩
藩
の
家
臣
団
数
は
︑
十
七
世
紀
半
ば
か
ら
十
八

世
紀
前
半
に
か
け
て
漸
増
し
て
い
る︶

34
︵

に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
女
中
由
来
の
新
家
が

制
限
さ
れ
た
事
は
注
目
さ
れ
る
︒こ
れ
は
多
く
の
女
中
に
と
っ
て
︑奉
公
の
ゴ
ー

ル
が
失
わ
れ
た
事
を
意
味
し
よ
う
︒
た
だ
し
︑
藩
主
の
心
入
と
い
う
例
外
規
定

が
あ
る
点
は
留
意
す
る
必
要
が
あ
り
︑
藩
主
の
恩
寵
を
受
け
た
女
中
に
は
跡
目

相
続
の
余
地
を
残
す
も
の
で
あ
っ
た
︒

　

以
上
︑
十
七
世
紀
前
半
か
ら
半
ば
に
か
け
て
︑
奥
向
奥
方
の
分
離
化
・
特
殊

化
の
進
展
や
︑
寛
永
の
飢
饉
等
に
よ
る
財
政
難
へ
の
対
処
は
︑
多
く
の
大
名
家

に
お
い
て
奥
向
改
革
を
必
然
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
毛
利
家
に
お
け
る
奥
向

改
革
は
︑
当
主
付
表
局
・
正
室
付
局
両
者
の
不
在
に
加
え
て
正
室
龍
昌
院
の
特

殊
な
立
場
や
幼
少
当
主
の
継
承
と
い
っ
た
個
別
事
情
に
よ
り
︑
松
坂
個
人
に
権

限
を
集
中
さ
せ
る
形
で
実
施
さ
れ
︑
裏
の
出
入
の
厳
格
化
︑
倹
約
︑
そ
し
て
女

中
の
跡
目
相
続
の
原
則
禁
止
と
い
う
形
を
と
る
事
と
な
っ
た
︒
そ
の
結
果
︑
女

中
の
奉
公
の
あ
り
方
も
変
革
を
余
儀
な
く
さ
れ
︑
女
中
の
禄
は
一
代
限
り
と
い

う
原
則
に
則
っ
て
職
制
の
整
備
が
進
む
事
に
な
る
︒

　
　
第
三
章
　
三
女
中
制
と
裏
の
基
本
的
構
造

　

二
代
綱
広
室
高
寿
院
に
は
改
め
て
上
﨟
・
局
に
介
添
と
考
え
ら
れ
る
三
室
が

付
け
ら
れ
︑
年
寄
や
次
女
中
等
基
本
的
な
職
制
が
出
揃
う
︵
表
２
︶︒
後
室
昌

寿
院
付
女
中
の
職
制
は
簡
素
だ
が
︵
表
３
︶︑
こ
れ
は
昌
寿
院
が
妾
よ
り
直
っ

た
事
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒
三
代
吉
就
室
長
寿
院
か
ら
は
︑
職
制
の
変
遷
が

あ
る
程
度
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
る
︵
表
４
︶︒
職
務
の
詳
細
に
つ
い
て
は
︑

元
禄
十
六
年
︵
一
七
〇
三
︶
養
心
院
入
輿
時
の
規
定
が
残
る
︒

︻
史
料
五
︼﹁
小
石
君
様
御
縁
組
御
結
納
一
巻
﹂
四
四
三
賀
一
三

一
︑ 
女
中
勤
方
左
之
通
之
書
付
逐
日
土︵

信
政
︑
裏
判
役
︶

屋
右
衛
門
八
持
参
被
仰
付
︑
上
﨟
・

民︵
介
添
︶

部
卿
・
御
局
・
御
年
寄
江
申
聞
せ
候
︑
御
中
老
已
下
惣
女
中
江
之
書
付

ハ
御
局
う
け
取
末
々
江
申
聞
せ
候
事

六



 

上
﨟

　
　

 
右
上
ら
う
勤
方
ハ
︑
惣
而
姫︵

養
心
院
︶

君
様
御
名
代
之
役
ニ
て
不
断
御
傍
を
は
な
れ

す
︑
御
聞
江
た
つ
し
申
ほ
と
の
儀
ハ
下
ニ
て
と
く
と
被
承
届
︑
存
寄
有
之

候
得
は
詮
儀
被
致
︑
又
姫
君
様
江
も
被
申
上
候
品
候
得
は
被
申
上
御
役
ニ

候
︑
御
年
若
之
御
時
分
ハ
御
男
客
様
御
相
対
被
遊
候
て
も
上
の
御
直
御
挨

拶
ハ
無
御
座
︑
上
﨟
御
請
答
御
挨
拶
被
致
候
︑
又
い
つ
れ
そ
御
目
見
な
と

被
仰
付
候
節
猶
以
御
脇
ゟ
御
意
を
も
被
申
御
熨
斗
さ
は
き
致
し
被
差
上
︑

御
手
自
被
遣
候
方
ヘ
ハ
被
遣
︑
又
御
使
か
ら
ニ
よ
り
御
名
代
ニ
上
ら
う
御

の
し
遣
シ
被
申
事
も
有
之
候
間
︑
御
出
入
之
人
か
ら
御
目
見
通
り
か
ね

〳
〵
詮
儀
仕
被
置
可
然
候
︑
御
盃
事
之
時
分
ハ
御
規
式
事
上
ら
う
被
致
御

酌
候
︑
常
々
と
て
も
何
事
候
て
も
御
代
を
勤
被
申
事
候

 

御
介
添

　
　

 

右
御
介
添
ハ
上
ら
う
相
続
御
傍
は
な
れ
す
上
の
御
身
之
上
見
合
被
申
何
と

存
寄
之
事
候
へ
は
申
上
︑
尤
上
ら
う
若
き
事
ニ
候
間
民
部
卿
万
事
気
を
被

付
御
客
又
は
御
目
見
衆
な
と
有
之
時
上
ら
う
に
差
続
御
挨
拶
被
申
上
︑
上

ら
う
挨
拶
被
申
残
事
ハ
民
部
卿
挨
拶
被
申
︑
惣
而
上
ら
う
被
申
談
欠
目
之

時
ハ
御
介
添
勤
被
申
候
事

 

御
局

　
　

 

右
御
つ
ほ
ね
ハ
御
表
之
当
役
同
前
ニ
て
候
︑
御
裡
一
切
之
事
何
事
ニ
て
も

御
つ
ほ
ね
被
承
届
達
御
聞
候
儀
ハ
御
傍
ニ
上
ら
う
を
置
御
直
ニ
伺
被
申
︑

又
事
ニ
よ
り
上
ら
う
う
か
か
ひ
被
申
候
事
も
可
有
之
候
︑
御
所
帯
之
事
︑

一
切
御
裏
一
巻
之
事
何
に
よ
ら
す
都
合
御
つ
ほ
ね
承
不
被
申
候
て
ハ
何
事

も
澄
不
申
候
間
万
事
心
遣
可
被
仕
候
︑
外
江
の
御
書
又
御
返
書
等
迄
も
御

右
筆
之
好
見
合
被
仕
︑
惣
之
女
中
之
事
ハ
上
ら
う
を
始
末
々
迄
︑
事
ニ
よ

り
又
女
之
事
迄
も
承
届
御
奥
向
之
作
法
能
様
ニ
被
致
心
遣
︑
人
の
に
く
ミ

に
か
ま
ハ
す
御
為
宜
様
沙
汰
致
被
申
︑
尤
慈
悲
を
も
加
依
怙
贔
屓
無
之
善

と
悪
た
ゝ
し
く
被
致
候
ハ
て
ハ
大
勢
之
女
中
下
知
き
け
不
申
候
︑
何
そ
存

寄
候
事
候
ハ
ヽ
其
品
に
よ
り
上
ら
う
・
御
介
添
ニ
被
致
相
談
︑
又
品
に
よ

り
上︵

泰
政
︑
奥
家
老
︶

山
右
衛
門
・
天︵

友

時

︑
奥

家

老

︶

野
九
郎
左
衛
門
へ
被
致
談
合
候
て
も
澄
不
申
候
ハ
ヽ

早
々
御
表
年
寄
中
へ
被
申
筈
ニ
て
候
︑
御
裡
一
巻
之
事
何
事
ニ
て
も
無
遠

慮
差
引
被
致
候
事

 

御
年
寄

　
　

 

右
惣
女
中
都
合
人
︑
若
キ
衆
之
差
引
も
被
仕
候
︑
御
表
ニ
て
御
手
廻
頭
同

前
之
事
候
︑
諸
所
江
の
御
勤
事
被
致
沙
汰
晩
々
ニ
ハ
其
日
〳
〵
之
少
之
事

迄
も
日
帳
ニ
御
右
筆
衆
ニ
書
付
せ
御
表
使
も
相
添
御
勤
事
被
致
沙
汰
候
︑

御
祝
日
な
と
ニ
ハ
前
之
晩
ゟ
御
使
者
旁
之
沙
汰
致
︑御
局
江
見
せ
受
差
図
︑

達
御
耳
︑
御
表
使
御
口
上
を
承
福︵

親

延

︑
取

次

︶

嶋
弥
右
衛
門
江
申
渡
︑
弥
右
衛
門
ゟ
致

沙
汰
候
︑
御
年
寄
役
ハ
惣
女
中
内
証
向
之
事
迄
世
話
ニ
致
万
事
無
作
法
ニ

無
之
様
差
引
︑
奉
公
人
被
召
出
候
時
分
之
見
合
︑
御
い
と
ま
被
遣
候
時
の

沙
汰
迄
被
仕
候
︑
惣
而
御
局
と
一
和
し
万
事
被
致
内
談
被
相
務
候
事

　
　

 
右
之
通
御
家
格
之
事
候
間
︑
女
中
衆
其
役
々
被
申
談
︑
姫
君
様
ニ
も
被
聞

召
被
成
下
︑
御
意
候
ハ
ヽ
御
為
宜
様
御
心
遣
可
有
之
候
︑
御
所
様
御
格
ニ

て
参
間
敷
事
候
ハ
ヽ
可
被
仰
越
候
︑
又
々
存
寄
可
申
候
︑
以
上

 

御
中
老

七



　
　

 

右
御
配
膳
被
相
勤
候
︑
御
膳
之
儀
ハ
前
之
晩
ゟ
御
献
立
御
膳
夫
ゟ
御
す︵

末
︶へ

頭
・
御
半
居
間
を
以
差
出
候
へ
は
︑
見
合
沙
汰
被
仕
候
︑
御
膳
被
召
上

候
上
三

︵
上
﨟
・
介
添
・
局
︶

人
衆
・
右
衛
門
・
九
郎
左
衛
門
江
被
付
届
︑
御
昼
・
御
夜
食
間

〳
〵
之
御
菓
子
等
被
召
上
候
て
も
右
両
人
へ
被
聞
せ
候
上
︑
女
中
之
内
御

朝
夕
替
り
〳
〵
御
相
伴
被
仕
候
事

 

御
納
戸

　
　

 

右
御
古
衣
類
ハ
不
及
申
︑
呉
服
類
何
に
よ
ら
す
絹
切
等
迄
御
道
具
小
々
の

御
手
廻
道
具
ニ
至
迄
御
納
戸
衆
請
払
仕
候
︑
尤
金
銀
日
々
の
御
用
相
と
ゝ

の
へ
夜
々
被
致
勘
定
︑
御
局
被
承
暮
ニ
至
御
つ
ほ
ね
御
算
用
相
極
御
帳
仕

立
印
判
突
被
申
候
上
御
帳
か
た
ま
り
申
候
︑
少
々
草
そ
う
し
等
こ
ま
〳
〵

の
物
迄
し
ま
り
念
被
入
候
事

一
︑ 

御
小
納
戸
銀
請
払
之
儀
ハ
御
納
戸
衆
ゟ
書
付
之
扣
を
以
御
銀
子
方
役
人
被

相
頼
︑
福
嶋
弥
右
衛
門
見
合
御
帳
か
た
ま
り
両
人
奥
判
仕
被
差
出
︑
御
局

奥
判
︑
大
奥
右
衛
門
・
九
郎
左
衛
門
印
判
突
申
候
事

 

御
手
長
・
御
小
姓

　
　

 

右
御
前
相
詰
毎
朝
御
二
之
間
ゟ
上
御
納
戸
迄
も
御
次
衆
加
り
掃
除
等
仕
︑

御
三
之
間
ハ
御
次
衆
︑
御
茶
之
間
ハ
同
所
役
人
・
御
中
居
・
御
半
下
加
り

掃
除
仕
候
事

 

御
次
小
姓

　
　

 

右
御
相
伴
通
り
之
御
通
ひ
御
音
信
物
・
献
上
物
等
御
前
へ
持
出
︑
御
年
寄
・

御
表
使
間
披
露
︑
御
茶
之
間
へ
通
り
申
候
︑
男
客
迄
之
給
仕
も
仕
候
事

 

御
す
へ
頭

　
　

 

右
御
茶
之
間
已
下
の
差
引
仕
御
音
信
物
・
御
到
来
物
取
さ
は
き
︑
御
客
御

馳
走
之
事
御
次
廻
り
一
切
心
遣
仕
︑
尤
御
始
末
之
事
心
遣
可
仕
役
ニ
候
事

　

養
心
院
付
女
中
の
多
く
は
京
都
で
萩
藩
が
新
規
に
採
用
し
︑
そ
の
禄
も
﹁
御

家
ニ
て
ハ
古
来
ゟ
被
遣
来
候
格
﹂︑
す
な
わ
ち
萩
藩
の
先
例
に
拠
る
も
の
と
さ

れ
た
︒﹁
小︵

養

心

院

︶

石
君
様
御
居
形
之
儀
︑
京
都
之
格
も
可
有
之
候
得
共
︑
此
御
方
御

受
引
已
後
者
万
事
御
家
之
旧
格
を
以
其
沙
汰
被
仰
付
儀
候
間
︑
女
中
并
面
々
勤

方
之
儀
も
不
可
有
相
違
候︶

35
︵

﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
こ
れ
ら
の
職
制
は
公
家
社
会
と

異
な
る
萩
藩
の
家
格
と
し
て
示
さ
れ
︑
養
心
院
や
付
女
中
は
万
事
そ
れ
に
従
う

べ
き
と
さ
れ
た
︒

　

最
上
位
の
上
﨟
は
︑
正
室
の
側
を
離
れ
ず
名
代
を
勤
め
︑
儀
礼
の
補
佐
と
と

も
に
情
報
を
集
積
・
取
捨
選
択
す
る
取
次
役
で
あ
り
︑
介
添
が
上
﨟
を
補
佐
し

た
︒
萩
藩
の
上
﨟
は
判
明
す
る
限
り
公
家
出
身
で
あ
る︶

36
︵

︒
な
お
︑
養
心
院
は
江

戸
城
大
奥
へ
女
使
を
派
遣
す
る
資
格
を
持
ち
︑上
﨟
や
介
添
が
そ
れ
を
勤
め
た
︒

局
は
表
向
の
当
役
に
あ
た
る
と
さ
れ
︑財
政
・
人
事
・
対
外
交
渉
等
を
総
攬
す
る
︒

そ
し
て
局
に
は
︑
主
人
に
幼
少
か
ら
仕
え
た
乳
母
が
就
任
し
た
︒
こ
れ
は
主
人

と
局
の
間
に
強
い
人
格
的
つ
な
が
り
を
も
た
ら
す
事
に
な
る︶

37
︵

︒
年
寄
は
表
の
手

廻
頭
に
あ
た
り
︑
人
事
を
中
心
に
局
を
補
佐
し
た
︒
年
寄
ま
で
は
裏
判
役
が
直

接
申
し
聞
か
せ
︑
中
老
以
下
に
は
局
よ
り
伝
達
さ
れ
た
事
か
ら
︑
中
老
以
下
は

局
指
揮
下
の
側
役
と
み
な
せ
よ
う
︒
中
老
は
配
膳
役
︑
納
戸
は
財
政
係
で
︑
小

姓
・
手
長
は
側
勤
め
と
と
も
に
御
前
近
く
の
掃
除
も
担
当
す
る
︒
次
小
姓
は
献

上
物
等
に
つ
い
て
上
位
女
中
と
下
位
女
中
を
取
り
次
ぎ
︑
末
頭
は
茶
之
間
以
下

の
支
配
役
で
あ
る
︒
詳
細
な
説
明
は
な
い
も
の
の
︑
史
料
中
に
は
表
使
や
右
筆

八



の
職
名
も
み
え
る
︒
彼
女
ら
は
納
戸
や
小
姓
・
手
長
と
ほ
ぼ
同
格
で
あ
り
︑
史

料
に
よ
っ
て
は
彼
女
ら
を
一
括
し
て
側
と
称
す
る
こ
と
も
あ
る
︒

　

養
心
院
入
輿
以
降
︑
女
中
の
上
位
三
人
を
﹁
三
女
中
﹂
と
称
す
る
例
が
頻
出

す
る
︒
元
々
は
上
﨟
・
介
添
・
局
の
三
職
を
指
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
初
め
て

摂
家
出
身
の
正
室
を
迎
え
︑
萩
藩
の
家
風
へ
の
取
込
が
課
題
と
な
る
中
︑
龍
昌

院
以
来
の
職
制
が
再
定
義
・
明
確
化
さ
れ
た
の
が
三
女
中
制
で
あ
っ
た
︒

　

一
方
︑
十
八
世
紀
初
頭
ま
で
の
藩
主
付
女
中
の
職
制
は
︑
正
室
付
や
娘
付
ほ

ど
明
確
で
は
な
い
︒
人
数
が
末
端
ま
で
分
か
る
も
の
と
し
て
は
︑貞
享
二
年︵
一

六
八
五
︶
二
代
綱
広
隠
居
後
の
付
女
中
と
し
て
濱
尾
以
下
十
四
人︶

38
︵

︑﹁
無
給
帳
﹂

に
吉
就
付
と
し
て
掲
載
さ
れ
る
岩
尾
以
下
十
五
名
前
後
等
で
あ
り
︑
主
人
の
側

仕
え
を
中
心
と
し
た
簡
素
な
体
制
で
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
︒
上
﨟
や
介
添
は

確
認
で
き
ず
︑
儀
礼
面
で
の
名
代
・
教
育
係
で
あ
っ
た
彼
女
ら
は
︑
基
本
的
に

女
性
の
み
に
付
い
た
職
制
と
み
な
せ
よ
う
︒

　

藩
主
付
表
局
に
は
や
は
り
乳
母
が
任
じ
ら
れ
た
︒
近
世
大
名
の
男
子
は
奥
向

奥
方
で
育
て
ら
れ
︑
成
長
と
と
も
に
表
方
に
移
り
︑
男
性
に
よ
り
読
書
や
武
芸

を
教
育
さ
れ
る︶

39
︵

︒
そ
れ
に
つ
れ
︑
乳
母
の
役
割
も
養
育
か
ら
表
局
と
し
て
の
管

理
・
運
営
へ
移
行
す
る
と
考
え
ら
れ
よ
う︶

40
︵

︒
例
え
ば
岩
尾
は
︑
寛
文
八
年
︵
一

六
六
八
︶
吉
就
誕
生
直
後
に
付
け
ら
れ︶

41
︵

︑
元
禄
七
年
︵
一
六
九
四
︶
吉
就
没
ま

で
仕
え
続
け
た
︒
元
禄
四
年
に
萩
に
戻
っ
た
際
に
は
百
両
五
人
扶
持
を
二
百
両

二
十
人
扶
持
に
加
増
さ
れ
て
お
り︶
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︑
破
格
の
高
禄
で
あ
っ
た
︒
藩
主
の
恩
寵
を

う
け
た
表
局
は
︑
裏
に
お
い
て
特
権
的
な
立
場
を
有
し
た
と
い
え
よ
う
︒

︻
史
料
六
︼﹁
諸
事
少
々
控
﹂
三
一
小
々
控
五
︵
一
二
の
三
︶

一
︑ 

昌
寿
院
様
御
死
去
ニ
付
被
召
仕
候
女
中
衆
之
儀
ニ
付
︑
江
戸
御
留
守
居
ニ

被
為
置
候
口
羽
助
之
進
ゟ
申
来
候
ハ
︑
御
死
去
被
成
候
て
ハ
女
中
之
儀

不
被
為
入
儀
ニ
付
︑
い
か
様
と
も
御
か
た
つ
け
被
成
可
然
と
高︵

江
戸
裏
判
役
︶

須
平
七
・

吉︵
昌
寿
院
奥
家
老
︶

田
八
右
衛
門
内
談
仕
両︵

長
寿
院
・
宝
心
院
︶

御
前
様
江
相
伺
候
処
ニ
︑
御
三
十
五
日
過
候

ハ
ヽ
被
成
御
沙
汰
︑
御
暇
被
遣
女
中
之
分
ハ
御
法
事
已
後
御
暇
可
被
遣
と

の
御
事
ニ
付
而
平
七
・
八
右
衛
門
・
岩
尾
申
談
︑
両
御
前
様
へ
岩
尾
を
以

相
伺
候
処
ニ
︑
御
姫
様
方
御
無
人
ニ
付
此
間
御
人
か
け
目
ニ
ハ
昌
寿
院
様

衆
御
雇
か
し
被
成
相
済
候
へ
共
︑
此
已
後
ハ
左
様
之
儀
も
不
相
成
︑
御
部

や
〳
〵
ち
り
〳
〵
ニ
被
成
御
座
︑
此
間
之
御
人
数
ニ
て
ハ
不
被
為
成
︑
其

上
年
比
之
者
と
て
も
お
ち
の
人
ゟ
外
ハ
無
之
︑
此
已
後
御
心
安
御
間
ゟ
御

使
な
と
被
進
候
て
も
相
対
仕
者
も
無
之
︑
太
躰
も
若
者
斗
御
部
や
〳
〵
ニ

居
候
て
ハ
如
何
ニ
被
思
召
候
と
の
御
事
ニ
て
被
遊
御
吟
味
︑
女
中
之
内
差

引
被
仰
付
之
由
ニ
て
其
段
口
羽
助
之
進
ゟ
申
来
候
趣
左
ニ
記
之

　

元
禄
三
年
︑
綱
広
︵
既
に
没
︶
継
室
昌
寿
院
没
時
︑
付
女
中
の
進
退
に
関
す

る
史
料
で
あ
る
︒
藩
主
吉
就
在
国
中
の
た
め
︑
裏
判
役
・
奥
家
老
と
岩
尾
が
協

議
し
︑
岩
尾
を
も
っ
て
正
室
長
寿
院
お
よ
び
宝
心
院
︵
昌
寿
院
娘
︶
の
意
向
を

聞
い
た
︒
二
人
は
︑
娘
付
女
中
が
不
足
の
場
合
は
昌
寿
院
付
女
中
を
貸
し
て
い

た
た
め
︑
全
員
暇
を
出
す
と
不
都
合
で
あ
る
と
し
て
残
し
人
の
検
討
に
入
っ
て

い
る
︒
女
中
は
基
本
的
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
主
人
に
仕
え
る
別
個
の
集
団
で
あ
る

が
︑
萩
藩
は
正
室
の
入
用
を
全
て
支
出
し
て
里
付
奥
家
老
も
置
か
な
か
っ
た
た

め
主
人
間
の
垣
根
が
低
く
︑
女
中
の
貸
し
借
り
が
容
易
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
︒
こ
れ
は
︑
表
局
の
勢
威
を
高
め
る
事
に
も
繋
が
っ
た
︒
藩
主
留
守
中
に
奥

九



女
中
全
体
に
関
わ
る
問
題
が
生
じ
た
際
に
は
︑
表
局
が
表
向
と
協
議
の
上
︵
お

そ
ら
く
そ
れ
ぞ
れ
の
上
﨟
や
局
を
通
じ
て
︶正
室
や
娘
に
言
上
し
た
の
で
あ
る
︒

む
ろ
ん
︑
全
体
を
把
握
し
て
い
た
と
は
い
え
女
中
で
あ
る
表
局
が
判
断
で
き
る

領
域
は
限
ら
れ
て
お
り
︑
最
終
的
な
決
断
は
正
室
ら
藩
主
一
族
が
下
し
た
︒

　

こ
の
よ
う
に
︑
三
女
中
制
の
も
と
で
上
﨟
・
介
添
が
正
室
の
教
育
や
儀
礼
関

係
︑
取
次
を
担
当
し
︑
正
室
付
局
が
年
寄
の
補
佐
の
も
と
で
正
室
付
女
中
を
統

括
す
る
一
方
︑
表
局
が
特
権
的
な
立
場
で
も
っ
て
藩
主
付
を
含
む
女
中
全
体
を

統
括
す
る
の
が
当
該
期
に
お
け
る
萩
藩
裏
の
基
本
構
造
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
︒

　
　
第
四
章
　
三
女
中
か
ら
老
女
中
へ

　

表
４
~
７
及
び
表
12
~
15
を
み
る
と
分
か
る
通
り
︑
上
﨟
・
介
添
は
不
在
と

な
っ
て
も
再
任
さ
れ
ず
︑
年
寄
が
そ
の
席
を
埋
め
た
︒
十
八
世
紀
前
半
以
降
に

は
︑
そ
も
そ
も
三
職
を
置
か
な
い
場
合
も
増
え
︑
裏
の
上
位
は
ほ
ぼ
年
寄
が
占

め
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
上
﨟
や
介
添
は
京
都
か
ら
招
聘
す
る
手
間
も
含
め
︑
財

政
的
負
担
が
重
し
と
な
っ
た
可
能
性
が
高
い
︒
彼
女
ら
の
主
な
仕
事
は
正
室
若

年
時
の
名
代
や
教
育
で
あ
り
︑
そ
の
成
長
と
と
も
に
必
要
性
が
下
が
る
も
の
で

も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
︒

︻
史
料
七
︼﹁
泰
桓
院
吉
元
公
様
御
逝
去
一
事
﹂
四
六
吉
凶
四
七

　
　

一
︑
御
経
一
部　

法
林
院
様
三
女
中　

相
坂
・
鳴
尾
・
沢
井

　
　

一
︑
線
香
一
折　

同
御
中
老
女
中　
　

飛
鳥
・
つ︵

マ
マ
︶ろ

・
す
ま

　
　

一
︑
菊
花
一
桶　

同
御
傍　
　
　
　
　

女
中
九
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
御
表
使　
　
　
　

女
中
弐
人

　
　

一
︑
御
経
一
部　

長
寿
院
様
三
女
中　

広
瀬
・
時
田
・
藤
江

　
　

一
︑
同
一
部　
　

同
御
中
老
女
中　
　

さ
え
・
浦
野

　
　

 

︵
中
略
︶

　
　
　
　
　

上
々
様
方
御
付
之
女
中
其
外
へ
被
下
物
之
事

　
　

一
︑
御
染
呉
服
壱
ツ
充

　
　

 

法
林
院
様
老
女
中
相
坂
・
同
鳴
尾
・
同
沢
井
・
同
御
納
戸
飛
鳥
・
御
納
戸
つ
ち
・
御

表
使
藤
井
・
長
寿
院
様
老
女
中
広
瀬
・
同
重
野
・
同
藤
江
・
同
さ︵

マ
マ
︶

ゑ
た
・
同
浦
野
・

養
心
院
様
老
女
中
若
山
・
同
戸
沢
・
は︵

浄
徳
院
︶

ゝ
先
老
女
中
瀧
井
・
同
春
尾
・
同
須
磨
野
・

幸︵
演
暢
院
︶橋老

女
中
清
橋
・
同
浦
津
・
真
寿
院
様
老
女
中
浦
路
・
同
清
見
・
大︵

宗
広
︶

膳
様
御
乳
人
お

す
ま
・
寧︵

心
凉
院
︶

姫
様
女
中
い
つ
・
同
つ
れ
・
同
野
田

︻
史
料
八
︼﹁
養
心
院
様
御
忌
記
録
﹂
四
六
吉
凶
七
六

 

御
中
老　

松
岡

　
　

 

右
御
届
被
仰
付
候
様
ニ
御
在
世
之
間
御
思
召
之
儀
有
之
御
内
々
ニ
而
御
暇

被
遣
候
︑
乍
然
数
年
御
年
寄
役
を
も
相
勤
候
故
御
暇
之
上
ハ
御
扶
持
方
可

被
遣
御
約
束
ニ
付
︑
先
々
ハ
御
在
世
之
被
仰
聞
相
立
候
様
ニ
と
の
願
ニ
付

御
届
被
仰
付
御
恩
御
扶
持
方
其
外
共
只
今
之
通
身
柄
片
附
候
迄
被
遣
候
事

　

史
料
七
は
享
保
十
六
年
︵
一
七
三
一
︶
没
し
た
吉
元
の
法
事
に
お
け
る
女
中

の
供
物
お
よ
び
形
見
分
の
書
上
で
︑
法
林
院
付
相
坂
・
鳴
尾
・
沢
井
︑
長
寿
院

付
広
瀬
・
時
田
︵
重
野
︶・
藤
江
は
い
ず
れ
も
年
寄
で
あ
り
︑
三
女
中
と
も
老

女
中
と
も
称
さ
れ
る
︒
そ
し
て
︑
法
林
院
中
老
の
飛
鳥
・
つ
ち
は
納
戸
を
兼
ね

一
〇



て
い
る
事
も
確
認
で
き
る︶
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︒
次
に
史
料
八
は
元
文
四
年
︵
一
七
三
九
︶
没
の
養

心
院
付
女
中
の
﹁
御
届
﹂
に
関
す
る
も
の
で
︑
松
岡
は
中
老
で
あ
り
な
が
ら
年

寄
役
を
勤
め
て
い
た
と
い
う
︒

　

こ
の
よ
う
に
十
八
世
紀
前
半
以
降
︑
上
﨟
・
介
添
の
不
在
と
年
寄
の
増
加
に

よ
り
三
女
中
と
い
う
名
称
は
実
態
に
あ
わ
な
く
な
り
︑
老
女
中
や
年
寄
女
中
と

い
う
呼
称
が
頻
用
さ
れ
︑
局
が
い
る
場
合
も
老
女
中
の
一
員
と
し
て
把
握
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
︒
そ
し
て
側
役
で
あ
っ
た
中
老
の
立
場
が
上
昇
し
︑
年
寄
に
次

ぐ
役
女
中
と
し
て
の
側
面
も
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
︒
表
に
み
え
る
女
中

の
禄
を
比
較
す
る
と
︑
上
﨟
の
不
在
に
よ
り
禄
の
上
限
が
抑
え
ら
れ
る
一
方
︑

年
寄
・
中
老
の
禄
は
上
昇
傾
向
に
あ
る
事
が
読
み
取
れ
る
︒
老
女
中
の
禄
は
平

準
化
さ
れ
︑
対
等
な
立
場
に
近
づ
い
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒

　

こ
れ
ら
の
背
景
と
し
て
︑
中
老
を
経
て
年
寄
に
達
す
る
職
階
の
成
立
を
指
摘

す
る
事
が
で
き
る
︒

︻
史
料
九
︼ ﹁
享
保
六
年
宝
心
院
逝
去
の
先
例
ほ
か
﹂
遠
用
物
近
世
後
期
三
九
二

︵
七
四
︱
五
九
︶

　
　

浄
徳
院
様
御
逝
去
之
節

 
春
尾

　
　

 

右
麻
布
御
部
屋
住
之
節
七
才
ゟ
御
奉
公
申
上
︑
今
年
迄
四
十
九
年
相
勤
︑

親
茂
無
之
如
願
御
届
被
仰
付
剃
髪
被
差
免
候

　
　

 

須
磨
野

　
　

 

右
五
歳
ゟ
被
召
出
今
年
迄
三
十
九
ヶ
年
相
勤
候
ニ
付
如
願
御
届
被
仰
付
剃

髪
被
差
免
候

　
　

 

御
中
老　

織
江

　
　

 

右
三
十
五
年
相
勤
其
上
年
齢
も
七
十
歳
ニ
罷
成
近
ク
親
類
茂
無
之
者
□
付

如
願
御
届
被
仰
付
候

　
　

 

御
側
こ
ぜ　

は
な

　
　

 

右
麻
布
御
屋
敷
ゟ
今
年
三
十
四
ヶ
年
相
勤
親
茂
無
之
者
ニ
付
如
願
御
届
被

仰
付
候

︻
史
料
十
︼ ﹁
元
文
二
年
浄
徳
院
逝
去
の
先
例
ほ
か
﹂
遠
用
物
近
世
後
期
三
九
二

︵
七
四
︱
六
〇
︶

　
　

浄
徳
院
様
御
逝
去
之
節

　
　

 

御
中
老　

き
や

　
　

 

右
拾
七
ヶ
年
相
勤
御
譜
代
被
仰
付
候
通
度
々
被
成
御
意
︑
御
一
生
御
奉
公

可
申
上
段
御
請
申
上
候
付
達
而
御
届
之
儀
申
上
候
得
共
御
届
不
被
仰
付

候
︑
尤
身
柄
片
付
候
迄
ハ
御
扶
持
方
計
被
遣
候
と
の
事

　
　

 

御
側　

よ
も

　
　

 

右
幼
少
ゟ
被
召
仕
別
而
被
加
御
不
便
候
も
の
ニ
付
︑
身
柄
有
付
候
迄
ハ
御

扶
持
方
野
菜
銀
等
被
遣
候
様
ニ
御
裏
年
寄
ゟ
申
出
候
︑
其
身
有
付
候
迄
ハ

御
扶
持
方
計
可
被
下
と
の
事

　
　

 

御
次　

ゆ
ら

　
　

 
右
御
勤
年
数
も
頓
ニ
明
候
へ
共
︑
御
譜
代
ニ
被
差
留
別
而
被
加
御
不
便
被

召
仕
候
ニ
付
︑
有
付
候
迄
ハ
御
扶
持
方
野
菜
銀
等
被
遣
候
様
ニ
御
裏
年
寄

ゟ
申
出
候
︑
身
柄
有
付
候
迄
ハ
御
扶
持
方
斗
可
被
下
と
の
事

　

主
人
没
後
の
﹁
御
届
﹂
に
つ
い
て
先
例
を
調
査
し
た
史
料
で
︑
元
文
二
年
に

一
一



五
十
一
才
で
没
し
た
浄
徳
院
︵
表
12
︶
の
例
を
抽
出
し
た
︒
七
才
か
ら
仕
え
て

い
た
と
い
う
春
尾
は
︑
元
禄
四
年
︵
一
六
九
一
︶
に
次
衆
と
し
て
み
え
る
か
や

で
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒
宝
永
二
年
︵
一
七
〇
五
︶
浄
徳
院
入
輿
時
に
中
老
と

な
り
︵
こ
の
時
︑
は
な
は
瞽
女
と
な
っ
た
︶︑
享
保
八
年
ま
で
に
春
尾
の
名
で

年
寄
と
な
っ
て
い
る
︒
五
才
か
ら
仕
え
た
須
磨
野
の
初
出
は
享
保
十
六
年
︑
既

に
年
寄
と
な
っ
て
い
る
︒
当
然
︑
も
と
は
中
老
以
下
で
あ
っ
た
ろ
う
︒
同
年
に

は
織
江
・
き
や
が
側
女
中
︑
ゆ
ら
が
次
通
と
し
て
登
場
す
る︶
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︒
年
季
奉
公
だ
っ

た
き
や
・
ゆ
ら
は
一
生
奉
公
に
切
り
替
わ
り
︑
織
江
と
き
や
は
中
老
へ
昇
っ
て

元
文
二
年
を
迎
え
た
︒

　

こ
こ
か
ら
は
近
世
初
期
と
異
な
り
︑
職
階
を
踏
ん
で
出
世
す
る
女
中
の
姿
が

見
え
る
︒
前
述
の
よ
う
に
︑
女
中
か
ら
す
る
と
︑
跡
目
相
続
の
原
則
禁
止
は
奉

公
の
最
終
目
標
が
失
わ
れ
た
事
を
意
味
す
る
︒
彼
女
た
ち
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン

か
ら
し
て
も
︑
一
代
限
り
と
い
う
原
則
に
対
応
し
た
﹁
身
上
が
り
﹂
ル
ー
ト
が

整
え
ら
れ
て
い
く
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
史
料
的
に
裏
付
け
る
こ
と

は
現
状
困
難
だ
が
︑
老
女
制
の
背
景
の
一
つ
に
︑
こ
う
し
た
女
中
側
か
ら
の
要

請
を
想
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
︒
中
老
や
次
女
中
は
職
務
・
職

階
に
お
い
て
上
位
と
下
位
を
繋
ぐ
位
置
に
あ
り
︑
こ
れ
ら
を
足
が
か
り
に
し
て

の
出
世
を
可
能
に
し
た
︒
下
位
女
中
は
多
く
年
季
奉
公
と
な
っ
て
い
た
が
︑
一

生
奉
公
に
切
り
替
え
た
一
部
は
一
代
限
り
と
い
う
大
原
則
の
も
と
︑
経
験
と
能

力
に
よ
り
段
階
的
に
出
世
し
︑
年
寄
に
至
る
︒
実
力
を
備
え
た
年
寄
の
育
成
に

よ
り
︑
上
﨟
・
介
添
の
業
務
を
代
替
す
る
事
も
可
能
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
︒

　

こ
の
時
期
に
は
︑正
室
付
局
の
み
な
ら
ず
︑藩
主
付
表
局
も
年
寄
同
格
と
な
っ

て
い
く
︒

︻
史
料
十
一
︼﹁
諸
事
少
々
控
﹂
三
一
小
々
控
一
〇
︵
一
一
の
六
︶

一
︑ ︵
中
略
︶
寛
保
弐
戌
三
月
八
日
之
飛
札
を
以
御
国
毛︵

広
定
︑国
元
加
判
︶

利
筑
後
・

毛︵
就
久
︑国
元
加
判
︶

利
大
蔵
・
山︵

広
通
︑
当
職
︶

内
縫
殿
方
江
江
戸
毛︵

広
規
︑
江
戸
加
判
︶

利
宇
右
衛
門
・
榎︵

元
久
︑
当
役
︶

本
遠
江
ゟ
申
遣
候

ハ
︑
御
表
局
事
︑
殿

︵
毛
利
宗
広
︶

様
御
出
生
之
時
節
ゟ
被
召
出
数
年
御
乳
差
上
之
段
々

被
逮
御
成
長
︑
其
後
御
出
府
之
節
江
戸
被
召
登
御
誕
生
之
砌
ゟ
引
続
今
以

昼
夜
相
勤
御
馴
染
之
事
ニ
付
御
心
安
被
召
仕
遂
苦
労
候
︑
奉
対
上
ニ
御
局

ニ
準
候
人
柄
外
ニ
類
茂
無
之
段
委
細
御
存
知
之
通
御
座
候
︑
先
年
岩
尾
方

御
仕
成
之
筋
も
有
之
候
へ
共
︑
其
節
之
趣
と
も
違
ひ
御
時
節
柄
旁
只
今
左

様
之
見
渡
茂
難
相
成
儀
御
勘
弁
之
前
御
座
候
︑
然
共
御
局
身
柄
各
別
之
勤

功
尋
常
ニ
可
準
儀
ニ
て
無
之
ニ
付
︑
か
き
と
御
賞
美
之
御
沙
汰
茂
御
座
候

ハ
ヽ
弥
有
難
御
奉
公
之
励
ニ
茂
可
相
成
事
ニ
候
故
︑其
段
致
僉
議
見
候
処
︑

只
今
御
局
江
被
下
候
御
恩
扶
持
直
様
子
共
江
被
遣
候
様
ニ
も
絶
而
不
相
成

御
大
法
不
能
申
候
︑
縦
浪
人
之
子
共
有
之
候
と
て
も
御
局
勤
功
計
ニ
て
新

規
ニ
被
召
出
候
様
ニ
ハ
当
時
容
易
ニ
難
被
仰
付
儀
ニ
御
座
候
︑
然
処
ニ
御

局
末
子
筒
井
源
三
郎
事
︑
享
保
十
三
年
ゟ
御
側
被
召
出
上
御
幼
年
下
幼
少

ゟ
御
奉
公
仕
︑
久
々
遂
苦
労
︵
中
略
︶
右
之
通
御
局
勤
功
抽
類
も
無
之
︑

次
ニ
源
三
郎
身
柄
勤
功
茂
各
別
之
儀
候
条
︑
御
心
入
を
以
源
三
郎
事
只
今

被
遣
候
御
小
姓
扶
持
ニ
て
新
規
ニ
被
召
出
︑
各
別
ニ
被
召
仕
候
様
ニ
茂
可

被
仰
付
歟
と
被
思
召
候
︑
御
時
節
柄
且
外
江
之
当
り
相
ハ
有
之
間
敷
哉
︑

下
ニ
て
与
得
僉
議
仕
見
候
様
ニ
と
遠
江
江
被
成
御
意
候 一

二



　

六
代
宗
広
表
局
茂
山
︵
河
野
伊
右
衛
門
妻
︶
は
や
は
り
元
乳
母
︵︻
史
料
七
︼

の
す
ま
︶
で
あ
る
︒
宗
広
の
安
息
所
と
し
て
の
役
割
も
果
た
し
た
彼
女
の
勤
功

は
抜
群
で
あ
っ
た
が
︑
岩
尾
の
よ
う
な
待
遇
を
与
え
る
事
は
で
き
な
か
っ
た
︒

か
と
い
っ
て
︑
子
供
を
取
り
立
て
て
新
家
を
創
立
さ
せ
る
こ
と
も
﹁
絶
而
不
相

成
御
大
法
﹂
で
あ
る
︒
そ
こ
で
寛
保
二
年
︵
一
七
四
二
︶︑
宗
広
は
茂
山
末
子

源
三
郎
が
河
野
家
か
ら
筒
井
家
に
養
子
に
入
っ
て
小
姓
に
召
し
出
さ
れ
て
い
た

事
を
利
用
し
︑
母
子
合
わ
せ
て
の
勤
功
で
あ
れ
ば
法
に
背
か
ず
に
取
立
が
可
能

か
家
老
に
審
議
さ
せ
た
︒
以
後
の
経
緯
は
省
略
す
る
が
︑
結
果
と
し
て
宗
広
の

意
向
通
り
︑
筒
井
源
三
郎
は
河
野
右
内
と
し
て
新
家
を
創
立
し
︑
筒
井
家
に
は

別
の
養
子
が
入
っ
た
︒

　

こ
の
時
期
に
は
︑
表
局
の
特
権
的
地
位
は
制
限
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
︒
茂
山
の

禄
は
正
室
付
年
寄
と
同
じ
︵
表
７
︶
二
十
両
五
人
扶
持︶

45
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で
あ
り
︑
岩
尾
と
は
比

べ
る
べ
く
も
な
い
︒
寛
保
三
年
︵
一
七
四
三
︶
に
は
︑
萩
で
宗
広
実
母
扱
い
の

永
昌
院
が
没
し
た
た
め
表
局
茂
山
が
萩
に
戻
り
︑
か
わ
り
に
老
女
岡
野
が
江
戸

に
来
た
︒
表
局
の
職
務
を
老
女
が
代
替
し
得
た
事
実
は
︑
表
局
の
職
掌
が
老
女

並
と
な
っ
て
い
っ
た
事
の
証
左
と
い
え
よ
う
︒
表
局
は
裏
全
体
を
統
括
す
る
立

場
か
ら
︑
藩
主
付
老
女
と
し
て
の
性
格
を
強
め
て
い
た
︒
宗
広
没
時
に
お
け
る

江
戸
の
藩
主
付
女
中
の
職
制
を
み
る
と
︵
表
16
︶︑
や
は
り
老
女
中
を
中
老
が

補
佐
す
る
体
制
が
成
立
し
て
い
た
事
を
見
て
取
れ
る
︒

　
︻
史
料
十
一
︼
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
藩
主
の
心
入
で
あ
れ
ば
例

外
的
に
認
め
ら
れ
て
い
た
跡
目
相
続
も
︑
元
文
六
年
︵
一
七
四
一
︶
以
降
︑
さ

ら
に
厳
し
く
制
限
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
︒

︻
史
料
十
二
︼﹁
延
宝
五
年
御
書
付
写
﹂
四
〇
法
令
二
二

　
　

 

女
中
并
座
頭
之
跡
目
被
立
遣
間
敷
之
旨
本
書
之
通
被
仰
出
候
へ
共
︑
御
心

入
を
以
跡
職
被
立
遣
候
者
之
儀
者
各
別
与
有
之
ニ
付
︑
其
後
跡
目
被
立
遣

候
者
茂
有
之
︑
且
又
子
共
・
兄
弟
等
各
別
ニ
御
恩
被
遣
被
召
出
候
者
茂
有

之
候
︑
然
処
此
度
初
嶋
勾
当
世
忰
之
儀
︑
御︵

毛
利
吉
元
︶

先
代
御
沙
汰
筋
被
仰
聞
置
候

趣
を
以
各
別
ニ
御
恩
被
遣
被
召
出
候
儀
ニ
付
︑
改
而
御
吟
味
之
上
此
者
を

限
り
ニ
被
仰
付
︑
此
已
後
者
御
心
入
之
者
た
り
と
も
女
中
・
座
頭
之
跡
目

不
被
立
遣
段
者
不
及
申
︑
子
共
・
兄
弟
等
各
別
ニ
被
召
出
候
儀
茂
一
切
可

被
差
留
之
旨
被
仰
出
候
事

　
　

 

付
︑
女
中
・
座
頭
之
内
子
共
致
所
持
︑
其
子
茂
若
勤
功
有
之
も
の
ニ
候
ハ
ヽ

其
節
御
僉
議
之
上
親
子
之
勤
功
御
持
合
せ
各
別
ニ
御
恩
被
遣
被
召
出
儀
茂

可
有
之
候
︑
雖
然
女
中
・
座
頭
持
懸
り
之
御
恩
相
続
を
者
不
被
仰
付
候
事

　
　
　

元
文
六
年
酉
二
月

　

本
史
料
は
︑
延
宝
五
年
書
付
︵︻
史
料
四
︼︶
の
写
に
添
付
さ
れ
た
貼
紙
で
︑

元
文
六
年
の
制
度
変
更
を
注
記
し
た
も
の
で
あ
る︶

46
︵

︒
藩
主
の
心
入
と
い
う
例
外

規
定
を
削
除
し
︑
女
中
・
座
頭
の
跡
目
相
続
を
ほ
ぼ
完
全
に
禁
止
し
た
事
が
分

か
る
︒
こ
の
背
景
に
は
︑
心
凉
院
に
幼
少
よ
り
琴
を
指
南
し
て
い
た
座
頭
初
嶋

を
め
ぐ
る
問
題
が
あ
っ
た
︒
心
凉
院
は
初
嶋
の
跡
目
相
続
に
つ
い
て
父
吉
元
に

懇
願
し
︑
吉
元
も
初
嶋
に
男
子
誕
生
の
場
合
は
見
捨
て
な
い
と
約
束
し
た
︒
そ

の
後
初
嶋
に
男
子
が
産
ま
れ
た
た
め
︑
吉
広
は
先
代
吉
元
の
心
入
と
し
て
跡
目

相
続
を
認
め
た︶

47
︵

︒
こ
れ
を
機
に
︑
座
頭
・
女
中
の
跡
目
相
続
を
今
後
一
切
認
め

な
い
と
明
言
し
た
の
で
あ
る
︒
女
中
と
座
頭
は
︑
幼
少
か
ら
藩
主
一
族
と
密
接

一
三



に
関
わ
り
︑
そ
の
恩
寵
を
得
や
す
い
と
い
う
点
で
共
通
す
る
︒
女
中
の
跡
目
相

続
の
ほ
ぼ
全
面
的
な
禁
止
が
︑
藩
主
一
族
に
よ
る
恣
意
的
取
立
が
問
題
視
さ
れ

る
な
か
で
成
立
し
た
事
に
注
目
し
た
い︶

48
︵

︒

︻
史
料
十
三
︼﹁
御
局
御
恩
銀
詮
議
事
﹂遠
用
物
近
世
後
期
一
四
七︵
三
八
︱
三
一
︶

　
　

 ︵
端
裏
書
:﹁
寅︵

延

享

三

年

︶

八
月
十
四
日
及
御
聞
︑
此
通
可
被
仰
付
と
の
御
事
﹂︶

一
︑ 

此
度
御
倹
約
ニ
付
而
御
局
御
恩
等
之
五
割
増
不
残
引
ヶ
候
地
方
之
積
ニ
御

座
候
故
︑
左
候
而
ハ
御
局
難
儀
之
事
ニ
付
︑
五
割
増
之
内
弐
割
減
シ
三
割

増
ニ
可
被
仰
付
哉
之
由
先
頃
及
御
聞
︑
其
通
可
被
仰
付
旨
ニ
付
其
段
地
方

江
申
達
候
処
︑
御
国
江
戸
其
外
都
而
割
増
之
分
ハ
此
度
不
残
御
引
せ
被
成

儀
候
処
︑
御
局
御
恩
等
計
三
割
増
ニ
被
仰
付
候
而
ハ
此
度
之
御
仕
法
不
相

立
御
仕
組
之
崩
レ
ニ
相
成
之
由
申
ニ
付
︑
於
然
者
御
局
御
恩
之
外
駕
籠
夫

料
・
合
羽
挟
箱
持
夫
料
被
立
遣
候
内
引
せ
候
而
三
割
増
相
立
候
様
ニ
与
及

相
談
候
得
共
︑
替
物
有
之
候
而
茂
五
割
増
不
残
引
ヶ
候
ハ
て
ハ
兎
角
御
仕

法
難
相
立
由
重
畳
申
事
ニ
御
座
候
間
︑
御
局
五
割
増
銀
之
儀
者
御
引
せ
被

成
之
外
御
座
有
間
敷
候
︑
尤
右
之
通
五
割
増
引
ヶ
候
へ
者
今
年
ゟ
之
御
馳

走
ニ
付
女
中
恩
扶
持
壱
割
引
ヶ
与
申
引
ヶ
銀
者
無
御
座
候
事

　

延
享
三
年
︵
一
七
四
六
︶
の
財
政
改
革
に
関
わ
る
史
料
で
あ
る
︒
表
局
茂
山

の
禄
二
十
両
五
人
扶
持︶

49
︵

は
︑
実
際
に
は
そ
れ
ま
で
五
割
増
で
渡
さ
れ
て
お
り
︑

駕
籠
夫
料
等
の
手
当
も
支
給
さ
れ
て
い
た
と
い
う
︒
正
室
付
年
寄
と
同
禄
に

な
っ
た
茂
山
に
対
し
︑
表
だ
っ
て
高
禄
を
与
え
る
か
わ
り
に
︑
内
々
の
優
遇
を

し
た
の
で
あ
る
︒
藩
主
の
恩
寵
は
︑
法
の
制
限
の
中
で
内
々
に
与
え
ら
れ
る
も

の
と
な
っ
て
い
た
︒
し
か
し
﹁
御
国
江
戸
其
外
都
而
﹂
に
わ
た
る
財
政
改
革
に

よ
り
︑
そ
れ
も
抑
制
さ
れ
て
い
く
︒

　

こ
の
よ
う
に
︑
女
中
の
跡
目
相
続
を
禁
止
し
︑
藩
主
の
恩
寵
を
抑
制
す
る
動

向
は
︑藩
主
の
恣
意
的
取
立
を
制
限
す
る﹁
御
大
法
﹂や
︑﹁
御
国
江
戸
其
外
都
而
﹂

を
対
象
と
す
る
財
政
改
革
の
中
で
進
ん
で
い
た
︒
そ
も
そ
も
︑
女
中
の
跡
目
相

続
は
裏
で
完
結
す
る
話
で
は
な
く
︑大
名
と
家
中
と
の
主
従
関
係
に
直
結
す
る
︒

女
中
の
禄
を
初
め
と
す
る
裏
の
財
政
も
︑
藩
財
政
全
体
の
な
か
で
相
当
の
比
重

を
占
め
る︶

50
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︒
こ
れ
ら
の
処
理
は
藩
主
の
恣
意
に
よ
る
の
で
は
な
く
︑
表
向
の
基

準
か
ら
し
て
も
理
屈
が
た
つ
だ
け
の
客
観
性
・
公
平
性
を
有
す
る
べ
き
も
の
と

さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
乳
母
直
り
の
局
を
中
心
と
し
た
体
制
か
ら
︑
客

観
的
に
職
階
を
登
り
︑
役
職
に
応
じ
た
禄
を
う
け
と
る
年
寄
中
心
の
体
制
へ
と

役
女
中
の
性
格
を
転
換
さ
せ
る
事
を
促
し
︑
老
女
制
を
成
立
さ
せ
る
要
因
と
し

て
機
能
し
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒

　

と
は
い
え
︑︻
史
料
十
二
︼
で
お
そ
ら
く
茂
山
の
案
件
を
見
越
し
て
母
子
の

勤
功
に
よ
る
取
立
に
含
み
を
持
た
せ
︑
実
際
に
河
野
右
内
の
取
立
が
認
め
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
︑
藩
主
の
恣
意
的
取
立
を
完
全
に
排
除
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り

不
可
能
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
以
後
︑
八
代
治
親
誕
生
時
か
ら
仕
え
て
い
た
老
女
繁

岡
が﹁
女
中
之
名
跡
被
立
下
候
段
至
而
六
ヶ
敷
事
﹂な
が
ら﹁
各
別
之
思
召
を
以
﹂

養
子
相
続
が
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
女
中
の
跡
目
相
続
を
禁
止
す
る
﹁
御

大
法
﹂
は
完
全
に
守
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い︶

51
︵

︒
た
だ
︑
繁
岡
も
含
め
て
藩
主
付

女
中
に
表
局
と
い
う
職
名
は
以
後
確
認
で
き
ず
︑
老
女
と
称
さ
れ
て
い
る
点
を

重
視
し
た
い
︒
老
女
制
に
お
い
て
は
︑
主
人
と
人
格
的
つ
な
が
り
の
強
い
老
女

と
︑
職
階
を
昇
っ
て
き
た
官
僚
的
な
老
女
が
併
存
し
︑
矛
盾
を
は
ら
み
な
が
ら

一
四



運
営
さ
れ
る
事
に
な
ろ
う
が
︑
ま
ず
は
そ
の
両
者
が
立
場
上
同
じ
老
女
と
し
て

把
握
さ
れ
て
い
く
事
が
重
要
で
あ
ろ
う
︒

　

以
上
︑
十
八
世
紀
前
半
か
ら
半
ば
に
か
け
て
︑
上
﨟
・
介
添
が
不
在
と
な
り
︑

局
が
老
女
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
一
方
︑
中
老
の
立
場
が
上
昇
し
た
︒
中
老

か
ら
年
寄
へ
と
出
世
し
て
い
く
客
観
的
な
﹁
身
上
が
り
﹂
ル
ー
ト
が
整
え
ら
れ
︑

能
力
と
経
験
を
有
す
る
老
女
中
が
正
室
付
女
中
の
中
心
と
な
っ
た
︒
藩
主
付
表

局
も
そ
の
特
権
を
抑
制
さ
れ
︑立
場
上
は
年
寄
並
に
な
っ
て
い
く
︒
そ
の
結
果
︑

相
互
に
比
較
的
対
等
な
老
女
中
を
中
心
と
し
て
運
営
さ
れ
る
女
中
集
団
が
主
人

ご
と
に
で
き
あ
が
っ
て
い
っ
た
︒
こ
れ
を
も
っ
て
︑
萩
藩
に
お
け
る
老
女
制
の

成
立
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

　
　
お
わ
り
に

　

萩
藩
毛
利
家
で
は
龍
昌
院
の
婚
姻
以
降
︑
上
﨟
・
介
添
・
局
の
三
職
制
を
と
っ

た
が
︑
十
七
世
紀
前
半
か
ら
半
ば
に
お
け
る
奥
向
改
革
を
主
導
し
た
松
坂
は
︑

幅
広
く
裏
を
統
括
し
た
︒
十
七
世
紀
半
ば
以
降
︑
女
中
の
跡
目
相
続
が
制
限
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
と
と
も
に
職
制
の
整
備
が
進
み
︑十
八
世
紀
初
頭
に
は
上
﨟
・

介
添
・
局
の
三
女
中
を
核
と
し
て
︑
年
寄
が
局
の
補
佐
を
し
︑
中
老
以
下
が
側

役
と
し
て
奉
仕
す
る
体
制
が
明
文
化
さ
れ
た
︒
一
方
で
藩
主
付
女
中
に
つ
い
て

は
︑
藩
主
の
恩
寵
を
う
け
た
表
局
が
勢
威
を
持
ち
︑
裏
全
体
を
統
括
す
る
立
場

に
あ
っ
た
︒
十
八
世
紀
前
半
以
降
に
は
中
老
の
地
位
が
上
昇
し
︑
中
老
か
ら
年

寄
へ
と
昇
る
職
階
が
整
え
ら
れ
た
事
で
︑
経
験
と
能
力
を
有
す
る
年
寄
の
育
成

が
可
能
と
な
っ
た
︒
上
﨟
・
介
添
は
次
第
に
設
け
ら
れ
な
く
な
り
︑
局
も
老
女

中
に
取
り
込
ま
れ
︑
相
互
に
比
較
的
フ
ラ
ッ
ト
な
複
数
の
老
女
中
が
上
位
を
占

め
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
同
時
期
に
は
藩
主
付
表
局
も
特
権
を
制
限
さ
れ
︑
立
場

と
し
て
は
年
寄
同
格
と
な
り
︑
老
女
中
が
主
人
ご
と
に
裏
を
運
営
す
る
老
女
制

が
成
立
し
た
︒
こ
れ
に
よ
り
︑一
生
奉
公
を
選
ん
だ
女
中
は
老
女
へ
と
至
る﹁
身

上
が
り
﹂
を
励
み
に
︑
一
代
限
り
の
奉
公
に
精
を
だ
す
こ
と
と
な
っ
た
︒

　

以
上
の
よ
う
な
裏
の
動
向
は
︑
表
向
に
お
け
る
﹁
人
﹂
か
ら
﹁
職
﹂
に
基
づ

く
支
配
へ
の
転
換︶

52
︵

を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒
む
ろ
ん
︑
様
々
な
政
治
課

題
に
さ
ら
さ
れ
た
表
向
と
︑
む
し
ろ
そ
こ
か
ら
の
﹁
隔
離
﹂
が
目
指
さ
れ
た
奥

向
奥
方
で
は
条
件
が
異
な
り
︑
単
純
な
延
長
線
で
繋
ぐ
事
は
で
き
な
い
︒
奥
向

奥
方
の
﹁
隔
離
﹂
を
理
念
上
維
持
し
つ
つ
︑
一
定
度
の
客
観
性
・
公
平
性
を
も

備
え
︑
か
つ
家
の
相
続
か
ら
女
中
を
原
則
的
に
切
り
離
し
た
上
で
そ
の
自
己
実

現
の
場
と
し
て
機
能
す
る
と
い
う
条
件
を
満
た
す
も
の
と
し
て
現
出
し
た
の
が

近
世
大
名
家
に
お
け
る
老
女
制
で
あ
っ
た
︒
近
世
後
期
に
は
︑
老
女
制
は
そ
こ

に
い
た
る
﹁
身
上
が
り
﹂
コ
ー
ス
と
と
も
に
完
全
に
一
般
化
し
て
い
た︶

53
︵

事
を
考

え
る
と
︑
萩
藩
毛
利
家
の
事
例
は
一
定
度
の
普
遍
性
を
持
つ
も
の
と
評
価
で
き

よ
う
︒
老
女
制
へ
移
行
す
る
時
期
は
家
に
よ
っ
て
前
後
す
る
で
あ
ろ
う
が
︑
現

在
報
告
さ
れ
て
い
る
範
囲
で
は
︑
や
は
り
毛
利
家
同
様
十
八
世
紀
前
半
か
ら
半

ば
と
推
定
で
き
る
も
の
が
多
い︶

54
︵

︒
各
家
の
個
別
事
情
を
踏
ま
え
︑
厳
密
な
検
討

を
行
う
事
が
第
一
の
課
題
と
な
る
︒
例
え
ば
︑
女
中
の
跡
目
相
続
の
制
限
の
強

弱
が
老
女
制
成
立
の
時
期
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
く
る
の
か
︑
さ
ら
な
る
検

討
が
必
要
で
あ
ろ
う
︒

一
五



　

仮
に
老
女
制
成
立
の
画
期
を
十
八
世
紀
前
半
か
ら
半
ば
に
お
い
た
場
合
︑
当

該
期
の
歴
史
的
意
義
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
徳
川
吉
宗
は
表
向
と
奥

向
の
区
別
に
と
り
わ
け
厳
格
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ︶

55
︵

︑
江
戸
城
大
奥
の
改
革
を
行

い
︑
綱
吉
期
か
ら
家
継
期
に
お
い
て
増
加
傾
向
に
あ
っ
た
公
家
出
身
年
寄
の
数

を
抑
え
︑
年
寄
そ
の
も
の
も
三
人
に
ま
で
絞
っ
た︶

56
︵

︒
そ
れ
ま
で
江
戸
城
大
奥
の

公
家
出
身
女
中
は
上
﨟
と
な
り
︑一
部
が
年
寄
を
兼
ね
る
形
で
あ
っ
た
も
の
を
︑

上
﨟
年
寄
と
い
う
職
制
に
再
構
成
さ
れ
た
の
も
吉
宗
期
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
吉

宗
政
権
期
に
お
け
る
政
治
姿
勢
や
江
戸
城
大
奥
の
変
化
が
︑
婚
姻
や
︑
女
使
等

に
よ
る
贈
答
儀
礼
を
通
じ
て
大
名
家
に
影
響
を
与
え
︑
外
か
ら
老
女
制
の
成
立

を
促
し
た
と
見
通
す
事
は
で
き
よ
う
か
︒
吉
宗
の
大
奥
改
革
自
体
を
享
保
改
革

全
体
に
位
置
づ
け
る
作
業
も
含
め
︑
厳
密
な
分
析
が
必
要
で
あ
る
︒

　

関
連
し
て
︑
上
﨟
の
あ
り
方
や
そ
の
変
化
も
︑
今
後
深
め
る
べ
き
テ
ー
マ
で

あ
る
︒
福
田
千
鶴
は
︑
上
﨟
の
有
無
を
も
っ
て
公
家
風
の
江
戸
城
奥
向
女
中
型

の
指
標
と
し
︑
上
﨟
は
徳
川
将
軍
家
や
三
家
・
三
卿
︑
ま
た
は
公
家
の
娘
が
大

名
家
に
嫁
ぐ
場
合
に
付
け
ら
れ
た
も
の
で
︑
通
常
の
大
名
家
に
置
か
れ
た
職
制

で
は
な
か
っ
た
と
す
る︶

57
︵

︒
し
か
し
︑
萩
藩
で
は
上
﨟
を
含
む
職
制
を
公
家
社
会

と
は
異
な
る
﹁
御
家
格
﹂︵
史
料
五
︶
と
し
て
お
り
︑
松
江
藩
や
久
保
田
藩
の

事
例︶

58
︵

を
み
て
も
︑
近
世
前
期
の
上
﨟
は
よ
り
広
範
な
大
名
家
で
設
置
さ
れ
て
い

た
可
能
性
が
高
く
︑
そ
の
位
置
づ
け
が
異
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
︒
上
﨟

と
家
格
と
の
関
係
︑
お
よ
び
上
﨟
が
設
置
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
く
背
景
に
つ
い

て
も
︑
よ
り
詳
細
に
明
ら
か
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

　

こ
の
他
︑
萩
藩
毛
利
家
の
検
討
に
関
し
て
も
︑
近
世
後
期
と
の
接
続
︑
国
元

の
奥
向
と
の
総
合
的
把
握
︑
側
室
制
度
の
成
立
過
程
等
︑
い
ま
だ
課
題
は
多
い
︒

今
後
を
期
し
た
い
︒

  

︵
１
︶  

福
田
千
鶴﹃
近
世
武
家
社
会
の
奥
向
構
造
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑二
〇
一
八
年
︶︒

 

︵
２
︶  

柳
谷
慶
子
﹁
武
家
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
﹂︵
大
口
勇
次
郎
他
編
﹃
新
体
系
日
本

史
九　

ジ
ェ
ン
ダ
ー
史
﹄
山
川
出
版
社
︑
二
〇
一
四
年
︶︒

 

︵
３
︶  

福
田
千
鶴
﹁
近
世
後
期
に
お
け
る
奥
向
構
造
﹂︵
同
著
前
掲
﹃
近
世
武
家

社
会
の
奥
向
構
造
﹄︶︒

 

︵
４
︶  

畑
尚
子
﹃
徳
川
政
権
下
の
大
奥
と
奥
女
中
﹄︵
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
九
年
︶

一
九
三
~
一
九
七
頁
︒

 

︵
５
︶ 

福
田
前
掲
﹁
近
世
後
期
に
お
け
る
奥
向
構
造
﹂︒

 

︵
６
︶  

長
野
ひ
ろ
子﹃
日
本
近
世
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑二
〇
〇
三
年
︶︒

 

︵
７
︶  

福
田
千
鶴
﹁
近
世
中
期
に
お
け
る
奥
向
構
造
﹂︵
同
著
前
掲
﹃
近
世
武
家

社
会
の
奥
向
構
造
﹄︶︑
高
野
信
治
﹁
大
名
と
藩
﹂︵﹃
岩
波
講
座
日
本
歴
史

　

近
世
２
﹄
二
〇
一
四
年
︶︒

 

︵
８
︶ 

萩
藩
毛
利
家
に
お
け
る
毛
利
秀
就
乳
母
︵
丹
正
貴
和
美
﹁
十
六
世
紀
に
お

け
る
毛
利
氏
の
﹁
お
ち
﹂
の
あ
り
方
﹂︵﹃
京
都
橘
女
子
大
学
大
学
院
研
究

論
集
﹄
一
︑
二
〇
〇
三
年
︶︶︑
徳
川
将
軍
家
に
お
け
る
春
日
︵
福
田
千
鶴

﹃
春
日
局
﹄︵
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑
二
〇
一
七
年
︶︶
等
︒

 

︵
９
︶ 

乳
母
の
地
位
の
低
下
に
つ
い
て
は
︑
山
本
博
文
﹃
大
奥
学
事
始
め
﹄︵
Ｎ

Ｈ
Ｋ
出
版
︑
二
〇
〇
八
年
︶
五
四
~
六
一
頁
︑
根
津
寿
夫
﹁
徳
島
藩
蜂
須

一
六



賀
家
の
﹁
奥
﹂﹂︵﹃
史
窓
﹄
三
八
︑
二
〇
〇
八
年
︶︑
高
田
綾
子
﹁
徳
川
幕

府
に
お
け
る
︿
乳
母
﹀﹂︵
竹
内
誠
ほ
か
編
﹃
論
集
大
奥
人
物
研
究
﹄
東
京

堂
出
版
︑二
〇
一
九
年
︶等
︒
近
世
中
期
に
お
け
る
奥
女
中
の
職
制
を
扱
っ

た
貴
重
な
研
究
と
し
て
は
高
橋
博
﹁
大
名
家
の
奥
附
に
関
す
る
一
試
論
﹂

︵﹃
学
習
院
史
学
﹄
四
四
︑
二
〇
〇
六
年
︶
が
あ
り
示
唆
に
富
む
が
︑
事
実

関
係
の
指
摘
に
留
ま
る
︒
こ
の
他
︑
松
崎
瑠
美
﹁
近
世
武
家
社
会
の
ジ
ェ

ン
ダ
ー
・
シ
ス
テ
ム
と
女
性
の
役
割
﹂︵﹃
歴
史
﹄
一
〇
三
︑二
〇
〇
四
年
︶︑

同﹁
近
世
前
期
か
ら
中
期
に
お
け
る
薩
摩
藩
島
津
家
の
女
性
と
奥
向
﹂︵﹃
歴

史
﹄
一
一
〇
︑
二
〇
〇
八
年
︶︑
清
水
翔
太
郎
﹁
近
世
中
期
大
名
家
に
お

け
る
正
室
と
側
室
﹂︵﹃
歴
史
﹄
一
二
二
︑
二
〇
一
四
年
︶
等
が
近
世
前
・

中
期
の
奥
向
を
扱
う
も
の
の
︑
論
の
中
心
は
正
室
・
側
室
や
子
女
の
動
向

で
あ
り
︑
奥
向
の
内
部
構
造
に
は
及
ん
で
い
な
い
︒

 

︵
10
︶ 

萩
藩
で
は
福
田
の
い
う
奥
向
奥
方
を
﹁
裏
﹂
と
称
し
た
︒
た
だ
し
︑
そ
の

厳
密
な
定
義
は
な
お
も
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒

 

︵
11
︶ 

津
田
知
子
﹁
萩
藩
御
裏
女
中
と
集
団
﹂︵﹃
山
口
県
地
方
史
研
究
﹄
七
八
︑

一
九
九
七
年
︶︒
以
下
︑
津
田
の
見
解
は
こ
れ
に
よ
る
︒
山
本
前
掲
﹃
大

奥
学
事
始
め
﹄
一
七
一
~
一
七
四
頁
に
も
若
干
言
及
が
あ
る
︒

 

︵
12
︶ 

山
口
県
文
書
館
蔵
毛
利
家
文
庫
五
二
給
禄
︒
以
下
︑
本
稿
引
用
の
史
料
は

断
り
な
い
限
り
同
所
蔵
で
あ
り
︑
記
載
を
省
略
す
る
︒

 

︵
13
︶ 

例
え
ば
六
代
宗
広
室
融
芳
院
が
桜
田
上
屋
敷
に
入
輿
し
た
際
に
は
前
三
代

の
正
室
が
存
命
で
︑
長
寿
院
が
麻
布
下
屋
敷
︑
養
心
院
が
京
都
河
原
町
屋

敷
︑
法
林
院
が
新
橋
中
屋
敷
に
付
女
中
と
と
も
に
居
住
し
て
い
た
︒
こ
の

点
か
ら
も
︑
女
中
が
藩
の
管
理
下
を
離
れ
て
独
自
に
集
団
を
な
す
状
況
に

は
な
い
︒

 

︵
14
︶ 

初
代
秀
就
室
龍
昌
院
に
は
︑﹁
御
裏
様
遣
方
﹂﹁
御
裏
様
呉
服
代
﹂
と
し
て

寛
永
九
~
十
三
年
で
計
一
万
二
千
石
程
が
支
出
さ
れ
て
い
る
︵
山
本
博
文

﹃
参
勤
交
代
﹄︵
講
談
社
︑
一
九
九
八
年
︶
一
六
六
頁
︶︒
二
代
綱
広
室
高

寿
院
に
は
実
家
福
井
藩
よ
り
奥
家
老
富
永
治
左
衛
門
が
付
け
ら
れ
︑
萩
藩

よ
り
仕
渡
銀
三
十
貫
目
が
拠
出
さ
れ
た
が
︑
額
か
ら
考
え
て
福
井
藩
と
の

分
担
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
︵﹁
古
記
録
﹂
五
五
旧
記
二
︑
寛
文
元
年

八
月
十
六
日
条
︑
同
九
年
十
二
月
一
日
条
︶︒
萩
藩
が
入
用
を
全
額
負
担

し
た
事
が
確
認
で
き
る
の
は
︑
三
代
吉
就
室
長
寿
院
以
降
で
あ
る
︵﹁
吉

就
公
御
入
輿
諸
事
記
録
﹂
四
四
三
賀
一
一
︑﹁
吉
広
公
御
入
輿
之
控
﹂
四

四
三
賀
一
四
︑﹁
吉
広
様
御
養
子
吉
元
様
御
入
家
記
録
﹂
四
六
吉
凶
一
四

二
︑﹁
宗
広
公
御
婚
礼
記
録
﹂
四
四
三
賀
一
七
︶︒
里
付
奥
家
老
に
つ
い
て

も
︑
元
禄
六
年
︵
一
六
九
三
︶︑
長
寿
院
付
里
付
奥
家
老
が
家
風
に
合
わ

ず
と
い
う
理
由
で
福
井
藩
に
送
り
返
さ
れ
た
︵﹁
諸
事
少
々
控
﹂
三
一
小
々

控
五
︵
一
二
の
九
︶︶
の
を
は
じ
め
︑
以
後
歴
代
正
室
の
里
付
奥
家
老
は

間
も
な
く
実
家
へ
送
り
返
さ
れ
て
い
る
︒
七
代
重
就
が
長
府
藩
か
ら
襲
封

し
た
際
も
︑
正
室
瑞
泰
院
の
里
付
奥
家
老
が
実
家
柳
川
藩
に
送
り
返
さ
れ

た
︒こ
の
時﹁
前
々
御
郷
ゟ
被
付
越
候
御
裏
年
寄
役
之
儀
︑当
分
者
被
留
置
︑

追
而
御
折
相
之
上
者
披
せ
申
格
ニ
而
直
様
此
方
ニ
留
置
所
勤
之
義
無
御
座

候
﹂︵﹁
諸
事
少
々
控
﹂
三
一
小
々
控
一
二
︵
二
六
の
二
四
︶︶
と
あ
る
事

か
ら
も
︑
里
付
奥
家
老
を
送
り
返
す
事
は
萩
藩
の
家
風
と
し
て
定
着
し
て

一
七



い
た
と
い
え
よ
う
︒
娘
に
つ
い
て
は
︑
宝
心
院
に
は
入
輿
段
階
で
萩
藩
と

婚
家
棚
倉
藩
で
分
担
す
る
事
に
な
っ
て
お
り
︵﹁
品
姫
様
内
藤
紀
伊
守
様

へ
御
入
輿
一
巻
﹂
四
六
吉
凶
一
九
五
︶︑
浄
徳
院
へ
は
三
年
間
萩
藩
よ
り

全
額
負
担
︑
以
後
は
婚
家
福
山
藩
よ
り
負
担
す
る
予
定
で
あ
っ
た
︵﹁
類

姫
様
松
平
下
総
守
御
婚
礼
本
末
控
﹂
四
六
吉
凶
一
九
九
︶︒
し
か
し
宝
永

五
年
︵
一
七
〇
八
︶
か
ら
両
者
と
も
全
額
萩
藩
の
負
担
と
な
り
︵﹃
毛
利

十
一
代
史
﹄
四
巻
︑
宝
永
五
年
三
月
四
日
条
︶︑
以
後
演
暢
院
・
放
光
院
・

心
凉
院
は
全
額
萩
藩
が
負
担
し
て
い
る
︵﹁
幸
姫
様
毛
利
讃
岐
守
様
へ
御

婚
礼
一
巻
﹂四
六
吉
凶
一
九
八
︑﹁
寧
姫
様
毛
利
主
水
正
様
ト
御
婚
礼
一
件
﹂

四
六
吉
凶
二
〇
三
︶︒
特
に
演
暢
院
に
つ
い
て
は
︑
萩
藩
か
ら
八
百
石
の

ほ
か
︑
婚
家
丸
岡
藩
よ
り
二
百
両
が
用
意
さ
れ
た
が
︑
萩
藩
よ
り
付
け
ら

れ
た
奥
家
老
松
田
勘
兵
衛
は
︑
こ
の
二
百
両
を
使
わ
ず
一
旦
受
領
の
上
で

返
す
よ
う
指
示
さ
れ
て
い
る
︵﹃
毛
利
十
一
代
史
﹄
五
巻
︑
享
保
五
年
二

月
条
︶︒

 

︵
15
︶ 

宗
広
室
融
法
院
は
婚
姻
後
二
年
で
没
し
た
た
め
︑
付
女
中
は
ほ
ぼ
実
家
福

井
藩
で
採
用
し
た
者
で
あ
っ
た
︒
そ
の
た
め
﹁
右
之
通
御
届
之
儀
相
願
候

へ
共
︑
御
馴
染
も
薄
く
或
は
年
若
之
儀
ニ
付
願
之
通
に
も
難
被
仰
付
︑
旁

兵︵
松
平
宗
矩
︑福
井
藩
︶

部
大
輔
様
江
井
上
半
右
衛
門
公
儀
人
也
被
差
越
左
之
通
可
被
仰
付
之
由
御
相

談
被
仰
入
候
処
︑
於
御
彼
方
様
も
御
同
意
ニ
被
思
召
之
由
ニ
付
左
之
通
被

仰
付
候
﹂︵﹁
融
法
院
御
忌
記
録
﹂
四
六
吉
凶
七
九
︶
と
福
井
藩
に
相
談
の

上
︑
萩
藩
よ
り
局
に
剃
髪
︑
年
寄
二
人
に
摘
髪
の
﹁
御
届
﹂
を
許
可
し
た
︒

長
命
を
保
っ
た
長
寿
院
・
法
林
院
に
つ
い
て
は
︑
実
家
と
相
談
し
た
形
跡

は
史
料
上
確
認
で
き
な
い
︒
婚
姻
後
に
採
用
し
た
女
中
の
場
合
は
︑
萩
藩

が
一
元
的
に
管
掌
し
た
可
能
性
が
高
い
︒

 

︵
16
︶ 

瑞
仙
院
の
場
合
︑
萩
藩
に
相
談
の
上
で
薩
摩
藩
が
処
理
し
た
︵﹁
瑞
仙
院

御
忌
記
録
﹂四
六
吉
凶
一
一
〇
︶︒瑞
仙
院
も
婚
姻
後
四
年
で
没
し
た
た
め
︑

女
中
の
多
く
は
萩
藩
で
召
し
抱
え
た
も
の
で
あ
る
︒

 

︵
17
︶ 

五
代
吉
元
は
長
府
藩
嫡
子
時
代
に
法
林
院
と
婚
礼
し
︑
後
に
本
家
を
嗣
い

だ
︒
法
林
院
付
女
中
の
数
は
︑
長
府
藩
嫡
子
の
妻
で
あ
っ
た
時
よ
り
も
︑

萩
藩
正
室
時
の
方
が
少
な
い
︵
表
６
︶︒
長
府
藩
で
は
実
家
岡
山
藩
の
職

制
に
則
っ
て
い
た
も
の
を
︑
萩
藩
の
職
制
に
沿
っ
て
再
編
成
し
た
と
み
な

せ
よ
う
︒
一
方
︑
瑞
仙
院
付
女
中
の
数
が
多
い
︵
表
１
４
︶
の
は
︑
彼
女

の
み
薩
摩
藩
の
職
制
に
従
っ
た
結
果
と
い
え
る
︒

 

︵
18
︶ 

初
代
秀
就
・
二
代
綱
広
・
六
代
宗
広
の
三
人
が
正
室
を
越
前
松
平
家
一
門

か
ら
迎
え
て
い
る
︒
三
代
吉
就
も
同
一
門
松
平
直
矩
娘
と
結
納
ま
で
済
ま

せ
て
い
た
が
︑天
和
三
年
︵
一
六
八
三
︶
に
徳
川
綱
吉
に
よ
っ
て
覆
さ
れ
︑

長
寿
院
と
再
縁
し
た
︒
越
後
騒
動
が
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
四

代
吉
広
も
同
一
門
松
江
藩
松
平
綱
近
娘
娟
光
院
と
縁
組
し
た
が
︑
そ
の
夭

逝
に
よ
り
養
心
院
と
再
縁
し
た
︒
こ
の
他
︑
五
代
吉
元
嫡
子
宗
元
も
同
一

門
津
山
藩
松
平
宣
富
娘
と
縁
組
し
た
が
︑
婚
礼
前
に
没
し
た
︒
例
外
は
五

代
吉
元
で
︑
こ
れ
は
長
府
藩
嫡
子
時
代
に
法
林
院
と
婚
礼
を
挙
げ
︑
後
に

本
家
を
嗣
い
だ
も
の
で
あ
る
︒

 

︵
19
︶ 

﹁
毛
利
三
代
実
録
考
証
﹂︵﹃
山
口
県
史　

史
料
編
近
世
１
下
﹄︶︒

 

︵
20
︶ 

﹃
大
日
本
古
文
書　

毛
利
家
文
書
﹄
三
巻
︑
一
一
四
五
︒ 一

八



 
︵
21
︶ 

年
未
詳
四
月
四
日
付
完
道
元
兼
・
井
原
元
応
・
粟
屋
元
真
宛
毛
利
輝
元
書

状
に
﹁
其
元
局
遠
行
之
由
不
慮
之
儀
不
及
是
非
候
︑
裏
方
之
事
万
事
笑
止

候
︑
姫︵

龍
昌
院
︶

君
様
御
朦
気
察
候
︑
此
節
取
分
長

︵
毛
利
秀
就
︶

門
心
付
簡
要
候
﹂︵
二
三
譜
録

あ
一
二
七
︶
と
あ
る
︒
こ
の
ほ
か
︑
寛
永
十
二
年
に
﹁
江
戸
之
御
局
﹂
と

称
さ
れ
る
女
性
が
亡
く
な
っ
て
い
る
︵﹁
大
和
日
記
書
抜
﹂︵
一
六
叢
書
一

九
︶
寛
永
十
二
年
二
月
十
二
日
条
︶
が
︑
彼
女
に
つ
い
て
現
時
点
で
は
詳

細
不
明
︒

 

︵
22
︶ 

丹
正
前
掲
﹁
十
六
世
紀
に
お
け
る
毛
利
氏
の
﹁
お
ち
﹂
の
あ
り
方
﹂︒

 

︵
23
︶ 

﹁
公
儀
所
日
乗
﹂︵
一
九
日
記
四
︒
寛
永
十
五
年
分
ま
で
﹃
山
口
県
史　

史

料
編
近
世
２
﹄
に
翻
刻
︶
に
頻
出
す
る
︒
女
使
の
事
例
と
し
て
は
︑
寛
永

二
十
一
年
九
月
十
九
日
条
︑
正
保
三
年
八
月
十
五
日
条
等
︒

 

︵
24
︶ 

﹁
毛
利
四
代
実
録
﹂
寛
永
十
九
年
七
月
二
十
六
日
条
︵﹃
山
口
県
史
史
料
編

　

近
世
１
上
﹄︶︒

 

︵
25
︶ 

差
出
の
一
人
に
志
道
兵
庫
頭
就
幸
が
い
る
︒
彼
は
正
保
三
年
二
月
二
十
五

日
に
椙
杜
と
改
称
し
て
お
り
︑
そ
れ
以
前
で
あ
る
︒

 

︵
26
︶ 

毛
利
家
で
は
寛
永
十
八
年
暮
か
ら
借
銀
が
で
き
︑
正
保
三
年
の
江
戸
・
京
・

長
崎
の
借
銀
総
額
は
六
千
二
百
貫
目
に
及
ん
だ
︵
田
中
誠
二
﹃
萩
藩
財
政

史
の
研
究
﹄︵
塙
書
房
︑
二
〇
一
三
年
︶
五
一
頁
︶︒

 

︵
27
︶ 

上
﨟
衆
は
職
制
と
し
て
の
上
﨟
で
は
な
く
︑
付
女
中
を
上
位
を
中
心
に
総

称
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

 

︵
28
︶ 

例
え
ば
︑
秀
就
没
を
う
け
て
吉
川
広
正
が
千
代
熊
へ
の
忠
誠
と
後
見
を

誓
っ
た
起
請
文
の
宛
先
は
︑松
坂
と
椙
杜
就
幸︵
千
代
熊
傅
︶で
あ
る︵﹁
吉

川
美
濃
守
起
請
文
﹂
遠
用
物
近
世
前
期
二
二
八
一
︶︒

 

︵
29
︶ 

宮
本
義
己
﹁
武
家
女
性
の
資
産
相
続
﹂︵﹃
國
學
院
雑
誌
﹄
七
六
︱
七
︑
一

九
七
五
年
︶︑
田
端
泰
子
﹁
戦
国
期
女
性
の
役
割
分
担
﹂︵
同
﹃
日
本
中
世

女
性
史
論
﹄
塙
書
房
︑
一
九
九
四
年
︶︑
丹
正
前
掲
﹁
十
六
世
紀
に
お
け

る
毛
利
氏
の
﹁
お
ち
﹂
の
あ
り
方
﹂︒

 

︵
30
︶ 

﹃
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵　

益
田
家
文
書
﹁
御
用
状
控
﹂﹄︵
東
京
大

学
史
料
編
纂
所
研
究
成
果
報
告
︑
研
究
代
表
者
田
中
誠
二
︑
二
〇
一
二
年
︶

八︵
慶
安
五
年
︶

月
三
日
付
用
状
︒
同
書
で
は
﹁
さ
こ
﹂
を
﹁
さ
と
﹂
と
翻
刻
し
て
い
る

が
︑
原
本
マ
イ
ク
ロ
に
よ
り
訂
正
し
た
︒
女
中
の
禄
は
正
保
二
年
﹁
無
給

帳
﹂
に
よ
る
︒
彼
女
ら
の
名
は
寛
永
十
四
年
頃
の
﹁
分
限
帳
﹂︵﹁
五
二
給

禄
一
八
︶
に
見
え
る
事
か
ら
︑
長
く
勤
め
た
秀
就
付
女
中
で
︑
秀
就
没
を

契
機
に
退
職
し
た
と
推
定
さ
れ
る
︒

 

︵
31
︶ 

奥
女
中
の
世
界
は
︑
近
世
身
分
制
の
中
で
最
た
る
﹁
身
上
が
り
﹂
の
シ
ス

テ
ム
を
内
包
し
て
い
た
と
さ
れ
る
︵
福
田
前
掲
﹁
近
世
中
期
に
お
け
る
奥

向
構
造
﹂︶︒

 

︵
32
︶ 

﹁
江
戸
京
大
坂
并
他
国
其
外
方
々
へ
之
御
状
御
奉
書
之
控
﹂︵
東
京
大
学
史

料
編
纂
所
蔵
益
田
家
文
書
二
〇
─
一
︶
五︵

承
応
四
年
︶

月
六
日
付
用
状
︒

 
︵
33
︶ 

田
端
泰
子
は
︑
輝
元
室
清
光
院
に
仕
え
た
有
福
の
事
例
か
ら
︑
輝
元
時
代

に﹁
女
之
跡
職
御
法
ニ
て
不
被
遣
候
﹂と
い
う
原
則
が
あ
っ
た
と
す
る︵
田

端
前
掲
﹁
戦
国
期
女
性
の
役
割
分
担
﹂︶︒
し
か
し
︑
有
福
の
跡
目
は
承
応

元
年
九
月
二
十
八
日
時
点
で
保
留
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
︵
前
掲
﹃
益

田
家
文
書
﹁
御
用
状
控
﹂﹄
九︵

承

応

元

年

︶

月
二
十
八
日
付
用
状
︶︑
有
福
の
事
例
は
輝

一
九



元
時
代
の
話
で
は
な
く
︑﹁
御
法
﹂
が
ま
さ
に
成
立
し
て
い
く
十
七
世
紀

半
ば
の
状
況
を
示
す
も
の
と
い
え
る
︒

 

︵
34
︶ 
田
中
前
掲
﹃
萩
藩
財
政
史
の
研
究
﹄
一
八
五
頁
︒

 

︵
35
︶ 

﹁
小
石
君
様
御
縁
組
御
結
納
一
巻
﹂︒

 

︵
36
︶ 

養
心
院
上
﨟
は
柳
原
資
廉
養
女
︑
瑞
仙
院
上
﨟
は
石
山
師
香
女
と
い
う

︵﹁
小
石
君
様
御
縁
組
御
結
納
一
巻
﹂︑﹁
皆
姫
様
松
平
大
隅
守
様
江
御
婚
礼

一
件
記
録
﹂︶

 

︵
37
︶ 

娘
付
局
に
つ
い
て
い
え
ば
︑
松
平
義
行
に
嫁
い
だ
青
陽
院
︵
表
８
︶
の
よ

う
に
例
外
は
あ
る
も
の
の
︑
多
く
は
婚
姻
時
に
乳
母
が
局
に
直
る
形
を
と

る
︒
例
え
ば
浄
徳
院
婚
礼
時
に
﹁
御
乳
人
を
此
度
被
成
御
直
﹂
局
と
し
て

い
る
︵﹁
類
姫
様
松
平
下
総
守
御
婚
礼
本
末
控
﹂︶︒
正
室
付
局
に
つ
い
て

は
萩
藩
側
の
史
料
か
ら
婚
姻
前
の
職
制
を
知
る
事
は
困
難
だ
が
︑
例
え
ば

融
法
院
局
に
唯
一
剃
髪
が
許
さ
れ
た
︵
注
十
五
︶
の
は
︑
融
芳
院
と
の
密

接
な
つ
な
が
り
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒

 

︵
38
︶ 

﹁
品
姫
様
内
藤
紀
伊
守
様
へ
御
入
輿
一
巻
﹂︒

 

︵
39
︶ 

母
利
美
和﹁
彦
根
藩
井
伊
家
庶
子
の
生
活
と
教
養
形
成
﹂︵
村
井
康
彦
編﹃
彦

根
城
博
物
館
叢
書
六　

武
家
の
生
活
と
教
養
﹄
サ
ン
ラ
イ
ズ
出
版
︑
二
〇

〇
五
年
︶︑宇
野
田
尚
哉
﹁
彦
根
藩
井
伊
家
庶
子
の
学
問
受
容
﹂︵
前
掲
﹃
武

家
の
生
活
と
教
養
﹄︶︑
大
藤
修
﹁
秋
田
藩
佐
竹
家
子
女
の
人
生
儀
礼
と
名

前
﹂︵﹃
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
﹄
一
四
一
︑
二
〇
〇
八
年
︶︒

 

︵
40
︶ 

田
端
泰
子
の
い
う
教
育
面
に
お
け
る
乳
母
の
役
割
の
低
下
︵﹃
乳
母
の
力
﹄

︵
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
五
年
︶︶
は
︑
奥
向
奥
方
の
分
離
化
に
伴
う
教
育

体
制
の
変
化
と
連
動
す
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
よ
う
︒
た
だ
し
田
端
が
い
う

よ
う
に
︑
養
君
の
安
息
所
と
し
て
の
役
割
は
な
お
も
維
持
さ
れ
た
で
あ
ろ

う
︒

 

︵
41
︶ 

﹁
綱
広
公
御
前
様
御
平
産
御
祝
儀
事
﹂
四
四
三
賀
八
︒

 

︵
42
︶ 

﹁
諸
事
少
々
控
﹂
三
一
小
々
控
五
︵
一
二
の
五
︶︒

 

︵
43
︶ 

時
系
列
は
記
載
順
と
逆
で
︑形
見
分
け
が
先
に
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
︑
長
寿
院
女
中
重
野
が
職
を
離
れ
︑
時
田
が
加
わ
っ

た
︒
ま
た
︑
同
年
の
﹁
宗
広
公
御
家
督
一
事
控
﹂
四
三
美
目
七
に
も
法
林

院
付
中
老
と
し
て
﹁
つ
ち
﹂
が
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
︑
史
料
中
の
﹁
つ

ろ
﹂
は
誤
記
と
考
え
ら
れ
る
︒

 

︵
44
︶ 

元
禄
四
年
は
﹁
諸
事
少
々
控
﹂
三
一
小
々
控
五
︵
一
二
の
五
︶︑
宝
永
二

年
は
﹁
類
姫
様
松
平
下
総
守
御
婚
礼
本
末
控
﹂︑
享
保
八
年
は
﹁
皆
姫
様

松
平
大
隅
守
様
江
御
婚
礼
一
件
記
録
﹂︑
享
保
十
六
年
は
﹁
宗
広
公
御
家

督
一
事
控
﹂︒

 

︵
45
︶ 

﹁
諸
事
少
々
控
﹂
三
一
小
々
控
九
︵
一
六
の
四
︶
に
﹁
茂
山
事
御
表
局
被

仰
付
候
段
元
文
二
巳
閏
十
一
月
五
日
於
御︵

法
林
院
住
︶

中
屋
敷
茂
山
江
桂︵

広
保
︑当
役
︶

主
殿
申
聞

候
︑
尤
御
扶
持
方
五
人
御
恩
金
弐
拾
両
ニ
御
恩
直
り
被
仰
付
候
段
を
も
同

時
申
﹂
に
と
あ
る
︒

 

︵
46
︶ 
本
史
料
は
津
田
が
既
に
紹
介
し
て
い
る
が
︑︻
史
料
十
二
︼
が
貼
紙
で
あ

る
こ
と
を
示
さ
ず
︻
史
料
四
︼
と
一
括
し
て
論
じ
て
お
り
︑
解
釈
に
誤
り

が
み
ら
れ
る
︒
特
に
﹁
こ
う
し
た
規
定
が
出
さ
れ
る
こ
と
か
ら
︑
逆
に
い

え
ば
︑
相
続
は
女
中
の
ほ
う
か
ら
願
い
出
れ
ば
自
動
的
に
認
め
ら
れ
て
い

二
〇



た
﹂
と
す
る
の
は
︑
本
稿
の
検
討
か
ら
分
か
る
よ
う
に
成
立
し
な
い
︒
そ

も
そ
も
こ
こ
で
い
う
跡
目
相
続
は
︑
女
中
の
職
禄
を
別
の
女
性
に
譲
る
事

で
は
な
く
︑
女
中
の
禄
を
親
族
の
男
性
に
譲
っ
て
家
を
創
立
す
る
事
を
意

味
す
る
︒
従
っ
て
︑本
史
料
を
も
と
に
女
中
株
を
論
じ
る
事
は
で
き
な
い
︒

 

︵
47
︶ 

﹁
諸
事
少
々
控
﹂
三
一
小
々
控
八
︵
五
三
の
三
二
︶・
三
一
小
々
控
九
︵
一

六
の
一
六
︶︒

 

︵
48
︶ 

な
お
︑
正
室
付
局
に
跡
目
相
続
を
認
め
た
例
は
確
認
で
き
な
い
︒
実
家
か

ら
召
し
連
れ
ら
れ
る
正
室
付
局
は
︑
正
室
の
信
頼
は
厚
い
も
の
の
︑
毛
利

家
で
の
基
盤
は
弱
体
で
あ
る
と
い
う
背
景
も
あ
ろ
う
︒

 

︵
49
︶ 

本
史
料
の
一
括
史
料
に
︑
表
局
の
禄
二
十
両
五
人
扶
持
ほ
か
諸
手
当
の
割

増
に
関
す
る
書
上
︵
遠
用
物
近
世
後
期
一
四
七
︵
三
八
︱
三
五
︑
三
八
︱

三
六
︶︶
が
あ
る
こ
と
か
ら
︑
こ
の
﹁
御
局
﹂
は
表
局
茂
山
で
あ
り
︑
延

享
三
年
ま
で
表
立
っ
て
加
増
さ
れ
て
い
な
い
事
が
確
認
で
き
る
︒

 

︵
50
︶ 

享
保
期
の
江
戸
方
予
算
は
︑米
建
で
三
万
四
千
石
に
も
及
ん
だ
と
い
う︵
田

中
前
掲
﹃
萩
藩
財
政
史
の
研
究
﹄
二
〇
〇
頁
︶︒

 

︵
51
︶ 

﹁
諸
事
少
々
控
﹂
三
一
小
々
控
十
五
︵
二
十
の
八
︶︒
近
世
後
期
の
詳
細
に

つ
い
て
は
︑
な
お
も
別
稿
を
期
し
た
い
︒

 

︵
52
︶ 

山
本
博
文﹃
寛
永
時
代
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑一
九
八
九
年
︶︑笠
谷
和
比
古﹃
近

世
武
家
社
会
の
政
治
構
造
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑一
九
九
三
年
︶︑藤
井
讓
治﹃
江

戸
時
代
の
官
僚
制
﹄︵
青
木
書
店
︑
一
九
九
九
年
︶︑
福
田
千
鶴
﹃
幕
藩
制

的
秩
序
と
御
家
騒
動
﹄︵
校
倉
書
房
︑
一
九
九
九
年
︶︑
三
宅
正
浩
﹃
近
世

大
名
家
の
政
治
秩
序
﹄︵
校
倉
書
房
︑
二
〇
一
四
年
︶
等
︒

 

︵
53
︶ 

例
え
ば
幕
末
に
は
︑
町
人
層
の
女
性
を
対
象
に
し
た
と
思
わ
れ
る
﹁
奥
奉

公
出
世
双
六
﹂
が
出
版
さ
れ
て
い
る
︵
畑
尚
子
﹃
江
戸
奥
女
中
物
語
﹄︵
講

談
社
現
代
新
書
︑
二
〇
〇
一
年
︶︶︒

 

︵
54
︶ 

乳
母
直
り
の
局
が
厚
遇
さ
れ
︑
跡
目
相
続
を
許
さ
れ
た
事
例
と
し
て
は
新

庄
藩
︵
柳
谷
慶
子
﹃
近
世
の
女
性
相
続
と
介
護
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇

〇
七
年
︶
一
一
五
~
一
一
九
頁
︶︑
徳
島
藩
︵
根
津
前
掲
﹁
徳
島
藩
蜂
須

賀
家
の
﹁
奥
﹂﹂︑
桑
原
恵
﹁
蜂
須
賀
家
家
臣
団
成
立
書
の
﹁
乳
人
﹂﹁
老

女
﹂
関
係
史
料
に
つ
い
て
﹂︵﹃
徳
島
大
学
総
合
科
学
部
人
間
社
会
文
化
研

究
﹄
一
五
︑
二
〇
〇
八
年
︶︶︑
鳥
取
藩
︵
谷
口
啓
子
﹃
武
家
の
女
性
・
村

の
女
性
﹄︵
鳥
取
県
史
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
︑
二
〇
一
四
年
︶︶
等
が
あ
る
︒
基

本
的
に
十
八
世
紀
前
半
ま
で
で
あ
り
︑
多
く
の
大
名
家
で
こ
の
時
期
に
奥

向
の
中
心
が
乳
母
直
り
の
局
か
ら
老
女
に
移
っ
た
事
を
示
唆
す
る
︒
特
に

鳥
取
藩
の
場
合
︑年
寄︵
老
女
︶の
職
名
は
元
禄
十
三
年
か
ら
登
場
す
る
事
︑

中
老
が
側
系
列
・
役
女
系
列
両
方
に
つ
な
が
る
性
格
を
も
っ
て
い
た
事︵
福

田
前
掲
﹁
近
世
後
期
に
お
け
る
奥
向
構
造
﹂︶︑局
が
﹁
御
年
寄
中
の
上
役
﹂

で
藩
主
乳
母
が
就
任
す
る
事
︵
谷
口
前
掲
﹃
武
家
の
女
性
・
村
の
女
性
﹄︶

等
︑
萩
藩
と
共
通
性
が
指
摘
で
き
る
︒
ま
た
︑
久
保
田
藩
で
も
十
八
世
紀

前
半
ま
で
正
室
付
・
娘
付
の
ト
ッ
プ
は
上
﨟
・
介
添
で
あ
っ
た
が
︑
十
八

世
紀
半
ば
に
は
上
﨟
は
近
年
設
置
さ
れ
な
い
﹁
格
別
﹂
の
女
中
と
み
な
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
︑介
添
も
設
け
ら
れ
な
く
な
る
と
い
う
︵
高
橋
前
掲
﹁
大

名
家
の
奥
附
に
関
す
る
一
試
論
﹂︶︒松
江
藩
で
も
十
七
世
紀
末
ま
で
上
﨟
・

介
添
・
局
の
三
職
制
を
確
認
で
き
る
が
︑
十
八
世
紀
半
ば
ま
で
に
老
女
中

二
一



表１　龍昌院
　　　（徳川秀忠養女、秀就室）

慶長14（入輿時）①
上﨟 おいと
局 1
介添 おあこ
中﨟頭 1
若女房 5
小姓 5
末 2
茶の間 2
仲居 2
半下 5
総計 25

表３　�昌寿院（賀茂社司梨木永
祐女、綱広継室）
元禄3（没時）③

年寄 清見
年寄 瀧津
職制不明 13
半下 5
比丘尼 1
総計 21

表２　�高寿院（福井藩47.5万石
松平忠昌女、綱広室）
明暦4（入輿時）②

上﨟 1
局 1

三室
年寄 津山
手長 8
右筆 1
乳上 1
小姓 4
物師 3
次 2
末 2
茶之間 2
中居 3
半下 7
総計 37

心
の
体
制
へ
移
行
す
る
︵﹃
松
江
市
史
通
史
編
３
近
世
Ⅰ
﹄
二
〇
一
九
年
︶︒

 

︵
55
︶ 
松
尾
美
恵
子﹁
将
軍
家
御
台
所
近
衛
煕
子︵
天
英
院
︶の
立
場
と
行
動
﹂︵﹃
歴

史
評
論
﹄
七
四
七
︑
二
〇
一
二
年
︶︒

 

︵
56
︶ 

拙
稿
﹁
綱
吉
政
権
期
の
江
戸
城
大
奥
﹂︵﹃
総
合
女
性
史
研
究
﹄
三
〇
︑
二

〇
一
三
年
︶︑
畑
前
掲
﹃
徳
川
政
権
下
の
大
奥
と
奥
女
中
﹄
七
一
頁
︒

 

︵
57
︶ 

福
田
前
掲
﹁
近
世
後
期
に
お
け
る
奥
向
構
造
﹂︒

 

︵
58
︶ 

注
五
十
四
参
照
︒

二
二



表４　長寿院（小浜藩10.35万石酒井忠隆女、吉就室）
元禄7（夫没時）④ 宝永4⑤ 享保16⑥ 寛延4⑦

上﨟 すま 年寄 広瀬 年寄 広瀬 老女中 茂山
広瀬 年寄 重野 年寄 時田 老女中 瀧野

局 外山 年寄 藤江 年寄 藤江 若老 春瀬
年寄 たき野 中老 たみ 年寄 佐枝 中老 清野
年寄 清野 中老 みを 年寄 浦野 中老 らん
中老 すけ 中老 小崎 中老 ちよ 側 7
中老 つれ 中老 幾野 側 6 次 5
若女中 6 側 8 側小姓 2 末頭 1
小姓 5 次 5 次通 5 茶之間・中居 3
次年寄 1 茶間 2 中居頭 1 半下 4
こぜ 1 中居 2 茶之間・中居 3 総計 25
右筆 1 半下 4 半下 4
次 8 総計 28 総計 27
中居頭 1
茶之間頭 2
末・中居 2
半下 3
物師 2
職制不明 2
総計 41

表５　養心院（摂家鷹司兼熈養女、吉広室）
元禄16（入輿時）⑧ 宝永4⑨ 宝永4⑤（夫没時） 享保16⑥

上﨟 おさて 9人扶持銀1500目 上﨟（三女中）おさて 上﨟 さて 年寄 若山
介添 民部卿 7人扶持金20両 介添（三女中）廣野 尾上 年寄 戸沢
局 1 7人扶持金20両 局（三女中） 尾上 智仙院（廣野）中老（年寄）松岡
年寄 中津 4人扶持金10両 年寄 岩井 年寄 岩井 中老 すま
中老 おもよ 4人扶持500目 年寄 高崎 年寄 高崎 中老 民
中老 おしほ 4人扶持500目 中老 かゐ 中老 くゐ（かゐヵ）側 6
納戸 2 3人扶持金7両 中老 へん 中老 へん 次通 7
手長 7 3人扶持金7両 中老 たく 中老 たく 中居格 3
小姓 5 3人扶持金7両 中老並表使 2 中老 知せう 半下 3
表使 2 3人扶持金7両 手長小姓 9 手長 6 総計 24
右筆 2 3人扶持金7両 右筆・物師 5 同並 2
縫物師 2 3人扶持金7両 次小姓～末頭 11 右筆 2
ごぜ 1 3人扶持金7両 茶之間・中居 5 物師 3
小姓 5 2人扶持金5両 半下 5 次小姓 3
次小姓 2 2人扶持金5両 総計 45 同並 4
おとりこ 2 2人扶持金5両 末 1
末頭 1 2人扶持金5両 茶間 2
茶之間 2 2人扶持銀200目 中居 2
末 2 2人扶持金3両 半下 5
中居 2 2人扶持銀3両 総計 39
半下 5 1人扶持銀100目
総計 48

二
三



表７　融芳院（福井藩30万石松平宗昌女、宗広室）
元文3（入輿時）⑫ 元文5（没時）⑬

介添 園崎 6人扶持金30両 介添 園崎
局（年寄）１ 5人扶持金25両 局 1
年寄 瀧井 5人扶持金20両 年寄 三室
年寄 三室 5人扶持金20両 年寄 玉置
中老 玉置 5人扶持金20両 中﨟 藤江
中老 そね 4人扶持金13両 表使 1
表使 1 4人扶持金13両 若女中 9
若女中 9 3人扶持金10両2歩 小姓 2
小姓 3 3人扶持金10両2歩 物師 1
物師 2 3人扶持金8両 次頭 1
次頭 1 3人扶持金6両2歩 次 7
次 8 2人扶持金6両2歩 末頭 1
茶之間 2 2人扶持金5両1歩 茶之間 1
中居 2 2人扶持金4両 中居 2
半下 5 1人半扶持金3両1歩 半下 5
総計 39 総計 35

表８　青陽院
　　　（尾張藩部屋住松平義行室、綱広女）

延宝元（入輿時）⑭
後見 おなあ 8人扶持50石
上﨟 1 7人扶持40石
局 1 7人扶持35石

8 4人扶持17石～5人扶持23石
右筆 1 4人扶持17石
表使 2 4人扶持18石
小姓 3 3人扶持15石

3 3人扶持10石～3人扶持13石
物師 3 3人扶持10石
末 2 2人扶持8石
茶之間 2 2人扶持7石
中居 2 2人扶持7石
半下 7 1人扶持金2両
総計 36 ※後見・上﨟・局は婚家より付

表６　法林院（岡山藩31.25万石池田綱政女、吉元室）
宝永4⑤（夫相続時） 享保8⑩ 享保16（夫没時）⑥ 寛延4⑦ 宝暦11（没時）⑪
介添 村岡 年寄 相坂 年寄 相坂 老女中 野沢 老女中 野沢
上﨟 1 年寄 鳴尾 年寄 鳴尾 老女中 磯野 老女中 磯野
年寄 豊嶋 中老 飛鳥 年寄 沢井 老女中 浅野 老女中 浦路
年寄 野沢 中老 つち 中老 飛鳥 中老 浦路 中老 須磨野
年寄 沢多 側 9 中老 つち 中老 須磨野 中老 歌野
中老 れつ 表使 2 側 7 側 11 側 9
傍衆 10 次 10 側小姓 2 次 7 児小姓 2
小姓 6 中居 1 表使側格 2 祐筆 2 表使 2
次年寄 3 茶之間・半下 5 御次通 12 末頭 1 次小姓 9
次目通 2 総計 31 次格末頭 1 中居 3 次格末頭 1
次 8 中居 2 末 4 中居 3
次小姓 2 半下・茶之間 5 総計 33 末 3
末頭 1 総計 36 総計 34
中居 2
茶間 2
半下 5
総計 47

二
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表９　宝心院（棚倉藩5万石内藤弌信室、綱広女）
貞享2（入輿時）⑮ 元禄7④ 宝永4⑤

上﨟 おつま 7人扶持銀1300目 上﨟 つま 上﨟 つま
局 1 7人扶持銀1000目 局 1 局 1
年寄 まさの 3人扶持銀516目 きしの 岸野
年寄 とさわ 3人扶持銀480目 せのを 年寄 町野
年寄 ひろせ 3人扶持銀480目 村井 年寄 磯野
中老 ゑん 4人扶持銀510目 中老 なるみ 中老 鳴海
中老 ちか 2人扶持銀420目 中老 ふか 中老 織江
中老 村井 2人扶持銀720目 小姓通 13 中老 野川
御さし 1 3人扶持銀480目 仕事師 7 中老 たき
手長 3 2人扶持銀420目～3人扶持銀420目 茶之間・末 7 側 11
小姓 3 2人扶持銀420目～3人扶持銀420目 半下 5 次 12
表使 2 3人扶持銀420目 総計 39 茶間 2
右筆 1 3人扶持銀420目 中居 2
次 1 2人扶持銀290目 半下 5
物師 2 3人扶持銀420目 総計 41
末 1 2人扶持銀205目
茶之間 1 2人扶持銀180目
中居 1 2人扶持銀180目
半下 3 1人扶持銀100目
総計 27

表10　坤徳院（大野陪臣毛利就豊室、綱広女）
貞享2（6才）⑮ 元禄4（縁組時）⑯ 元禄11（入輿時）⑰
職制不明 3 御乳人 1 7人扶持銀650目 局 1
乳持 1 職制不明 5 2人扶持銀300目～5人扶持銀600目 久野
半下 1 中居 1 扶持2人銀250目 中老 いち
総計 5 半下 2 扶持1人銀160目 中老 いさ

総計 9 中老 げん
並女郎衆 7
次 1
中居 2
半下 3
総計 18

表11　放光院（長府藩支藩毛利匡広室、綱広女）
貞享2（3才）⑮ 元禄4（9才）⑱ 元禄6（入輿時）⑲
職制不明 3 御乳人 1 局 1 5人扶持銀600目
乳持 1 御年寄 清見 年寄 清見 4人扶持銀500目
半下 1 おこり 年寄 津山
総計 5 おくる 中老通 こり 2人扶持銀400目

小姓 2 中老通 くる 2人扶持銀400目
右筆 1 中老通 いつ野
次衆 1 小姓通 6
半下 2 右筆 1
総計 10 仕事師 2

御次小姓通 3
茶之間 1
中居 2
半下 4
総計 25

二
五



表13　演暢院（丸岡藩5万石有馬一準室、吉広養女）
享保5（入輿時）㉑ 享保16⑥ 寛延4（夫隠居後）⑦

局（三女中） 1 6人扶持金14両 年寄 清橋 老女中 清橋
年寄（三女中）清橋 4人扶持金10両 年寄 浦津 老女中 浦津
年寄（三女中）菊枝 4人扶持金10両 中老年寄並 梅田 老女中 梅多
中老 まち 3人扶持金7両 中老 瀧尾 中老 志賀崎
中老 しつ 3人扶持金7両 側 8 中老 よも
中老 かせ 3人扶持金7両 次通・末頭 6 側 11
側 6 3人扶持金5両3歩 中居 4 次・末頭 7
表使 1 3人扶持金5両3歩 半下 3 中居 5
次 4 2人扶持金5両 総計 25 半下 6
末頭 1 2人扶持金5両 ※子付含 総計 34
茶之間 2 2人扶持金3両 ※子付含
中居 1 1人扶持金2両2歩
半下 4 1人扶持金2両
総計 25

表12　浄徳院（福山藩10万石松平忠雅室、綱広女）
元禄4（5才）⑱ 宝永2（入輿時）⑳ 宝永4⑤ 享保16⑥
御乳人 おにし 上﨟 おうめ 7人扶持金20両 上﨟 1 年寄 瀧井

おてる 局 1 7人扶持銀1000目 局 1 年寄 春尾
小姓 1 局並 瀧井 5人扶持銀800目 瀧井 年寄 須磨野
次衆 1 年寄 葉山 4人扶持金10両 中老 ゑん 中老 津川
乳持 1 中﨟 おえん 3人扶持金7両 中老 かや 中老 瀬川
半下 2 中﨟 おゆり 3人扶持金8両 小姓通 10 側 11
総計 7 中﨟 おかや 3人扶持金7両 次 10 次通 8

中﨟 おあき 3人扶持金8両 茶間 2 末頭 1
手長 4 2人扶持金5両～3人扶持金6両 中居 2 茶之間・中居 4
小姓 2 2人扶持銀300目～3人扶持金6両 半下 5 半下 5
瞽女 1 3人扶持金6両 総計 34 総計 34
次年寄 1 3人扶持金6両
右筆 1 2人扶持金7両
次 1 2人扶持金5両
物師 2 2人扶持金6両
次小姓 2 2人扶持金4両
末頭 1 2人扶持銀200目
茶之間 2 2人扶持銀150目
中居 2 2人扶持銀150目
半下 4 1人扶持銀100目
総計 31

二
六



表14　瑞仙院（薩摩藩72.9万石島津継豊室、吉元女）
享保8（入輿時）⑩ 享保12（没時）㉒

上﨟（三女中） さよ 9人扶持金20両 上﨟 さよ
介添（三女中） 塩小路 7人扶持金16両 介添 塩小路
局（三女中） 1 7人扶持金16両 局 1
年寄 竹井 5人扶持金15両 年寄 竹井
年寄 今城 5人扶持金15両 年寄 今城
中老 つれ 3人扶持金10両 年寄 幾田
中老 とよ 3人扶持金10両 中老 とよ
側 7 2人扶持金7両 中老 てよ
小姓 2 2人扶持金6両 側 8
側瞽女 1 2人扶持金8両 瞽女※ 1
表使 2 2人扶持金7両 小姓 4
右筆 2 2人扶持金6両 表使 2
次 8 2人扶持金5両 右筆 3
次小姓 2 1人扶持金4両 次 19
末頭 1 2人扶持金4両 職制不明 2
中居 2 1人扶持金2両2歩 かん所 8
茶之間 2 1人扶持金2両 総計 55
半下 5 1人扶持金2両 ※ 瞽女は側に含まれ

る可能性もある総計 41

表15　心凉院（長府藩支藩毛利師就室、吉元女）
享保16（17才）⑥ 享保17（入輿時）㉓ 寛延4（夫没後）⑦ 宝暦7(没時)㉔
御守 いつ 局 1 局（老女中）1 老女中 松嶋
御守 つれ 葉山 老女中 幾野 老女中 三保野
側 4 幾野 老女中 松嶋 中老（老女中）多沢
台子ノ間 1 中老 やさ 中老 三保乃 中老 八塩
中居 1 中老 しほ 中老 瀬崎 職制不明 8
半下 2 中老 ゑつ 中老 田沢 表使 1
総計 10 側 5 側 8 次 8

側（児小姓）3 児小姓 2 末頭 1
表使 1 次 7 中居・末 5
次 3 中居 3 総計 27
末頭（次） 1 半下 3 ※ この外、現役でない女中と

して幾野（隠居）・瀬崎（休
息）がいる末頭 1 総計 29

中居 1
茶之間 1
半下 3
総計 25

二
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表16　宗広付女中
寛延4㉕（江戸、没時）寛延4㉕（国元、没時）
老女中 岡野 表局 茂山
中老 久米路 戸名瀬
表使 1 側 4
側 4 縫物女中 4
次 5 表使 1
次格 1 次小姓 3
中居 1 末頭 1
半下 3 中居 2
総計 17 半下 3

総計 20

表１～表１６典拠史料
①『毛利家文書』四、1451・1452、②御祝言一巻　44三賀6、③諸事少々控　元禄三午昌寿院様御死去已
後被召仕候女中之儀ニ江戸ゟ申来候一巻之事、④吉広公御家督一事　43美目5、⑤吉元公御家督一事　43
美目6、⑥宗広公御家督一事控　43美目7、⑦重就公御家督一事記録　43美目8、⑧吉広公御入輿之控　44
三賀14、⑨小石君御月見諸控　43美目72、⑩皆姫様吉元公長女松平大隅守様江御婚礼一件記録　46吉凶
202、⑪法林院御忌記録　46吉凶77、⑫宗広公御婚礼記録　44三賀17、⑬融芳院様御忌記録　46吉凶79、
⑭吉姫様松平摂津守様江御縁組事　46吉凶194、⑮品姫様内藤紀伊守様へ御入輿一巻　46吉凶195、⑯勘
姫様綱広公五女を毛利阿波養娘ニ被遣候諸事控付御縁組之事　46吉凶196、⑰於勘様御婚礼一巻　46吉凶
197、⑱諸事少々控　九月廿三日おさち御姫様・おるゐ御姫様麻布御下屋敷ゟ御上屋敷江御移徙之事、⑲
幸姫様毛利讃岐守様へ御婚礼一巻　46吉凶198、⑳類姫様松平下総守御婚礼本末控　46吉凶199、㉑秀姫様
吉広公養女有馬様江御婚礼記録　46吉凶201、㉒瑞仙院様御忌記録　46吉凶110、㉓寧姫様吉元公二女毛利
主水正様御婚礼一件　46吉凶203、㉔心凉院御忌記録　46吉凶111、㉕観光院殿御逝去一件　46吉凶50
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